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【研究ノート】

諸外国における行政情報の統計利用

の現状とわが国統計の課題
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Ildil人，IlLjl勝，企業その他」|：政府部1Ⅱ1をIWii成すろ話lii位は，法令等での義

務づけあるいは各枕の行政サービスの受給に伴う各枕の)iilllIや｢l]請を通じ

て，｜÷Ｉらの屈性，，iiIi鋤，行為等にUMする様々な情報を政)１１:に対して'三|常的

に提供している。統計訓杏の場合，一般の行政行為の場合とは異なり，調

査の実施者と報告者（調査対象者）が実在という形態で取り結ぶ社会的関

係は，111本的に調杏時におけるその場限')の一時的性絡のものである。他｜

人や企業等が保有する各枕のI1Bil体`ｉｉ１ｊ報がいわゆる統計原iii位情報として統

計作成機関によって収集ざれ統計に細成される。しかし，このようにして
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作成された統計データは，各椀のﾈililUj余の算定ﾉ,唾ｌｌｉやｲ｢政の執行の根拠デ

ータとして仙)'１きれてお')，その意lⅡ<では(|M体情報のIMLとサービスの受

給という柵図は，一般の行政j行為の遂ｲjに比べれば'''１接的ではあるが，統

計についても一応liVi〈ことができる。

ところで，行政行為に関連した個体I11i報の収集は，例えば徴税や貿易取

り|のように，イUil》'１業務法規によってﾘj1Ilillされているものが多い。また川'1)'１

保険や求人・求l1Miについては，イlHil体|洲lの捉供は，それらにljMわる行政サ

ービス受給のilii捉となるものである。こういった場谷の個体|背報の提供

は，その提供洲ことってはいわば「必要悪」として意識されつつも，国民

は一般にその提供に応じる。これに対して，統計ｉｉＷｆについては，指定統

計のように統計法jjJによって'１１杵が義務づけられている調査も含め，その

直接('9な)J返りが洲杏対象打にとっては'ﾘj示的に意識されにくい。このた

めに，訓Jlf対象打の訓杏に対する協ﾉﾉは，あくまでも彼らの好意に依ｲJ:す

る要素がりiiiい。

戦後民主化の過職で，わが１１H1の政１１<l:統計IliIl度は近代｢'9にｉ１ｊ編された。し

かし，統計法が指定統計訓在について訓杏対象打に対して課している'''十1了

義務に関わるIl1j11,I1ilil定も，）いく的に訓ｲfへの脇ﾉﾉ要iii1iの法的表現に他なら

ない。1970ｲ|見代ITIからわが'正|も含め111:界の各lElで統計洲在の実施に|祭して

調査対象荷からの|)111,ﾉﾉがi4lLられにくいといういわゆる訓森環境'１１１題が発しIｉ

し，各|正|の政府統計ＩｌＭ係肴の'１１１で重要な統計行政｣このiiIMjとして認識され

るようになる。

そのようなｌｌｌで，多くの|玉|で統計訓布に依ｲ『:することなくｲUjl体情報が''１

集できる行政情報が新たな統計Ｂｉ〔iii位，li1i報の洲ﾙととして注|］され，その統

計化の仕iillみが次々と幣I1Iliされるようになってきた。行政機関が保有する

化１体情報の統計へのIiililI1という点では，諸外|Tlとわが'玉|の現状の間にはか

なり質的ともいえる述いがあるように,MAわれる。本柵では，行政記録に含

まれる統計化の､l能な行政,liIj報の統計|=|的でのiili)ⅡというIllImiに焦点をあ

て，諸外|正|の統計ＩｌＭ係法規における'1M連条文等も参１１((しつつ，この'１１１題に
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ついてのわが１K|の政府統計にとっての今[Ｉ的課題をIﾘlらかにしてみたい。

1．統計調査と報告負担

近代社会における調査統計は，一般に，ｌｌＡｌ人やＩ山'１):，法人等の刑l織体と

いった訂Ｗｉ§客体（被調査稀，報〈!｢判）から拙}l|された１m|符（いわゆる'

｢統計原iii位情報｣）を集計処肌することによって作成されてきた。｝|]告行

為が義務的である指定統計も含め，政府訂,ｗｉ：統計の作成は，洲ｲﾋﾞ客体の調

在協力が不可欠のiiij提であり，また調査によって捉供される統計､;(｣it位情

報の質が，作成される統計の,Ｍ【を鋪一義iI9に＃1雄する。

統計訂帖に関わる報告fluは，突杏における訂Ｗｒ客体としての被訓杏者

(法人等を対･象とする調在の陽介にはその代１１'1人としての報告担当肴）と

訓森実施打（あるいはその代H'1人としての調査貝等の実査従事肴）の１１，１で

の統計原l1i位情報の授受に伴って訓森客体'''１に発生するものである。

ところで，イｌｌｉｌ人やllljHfを対象とする統計訓在と法人や事業所等のﾙ'1織休

を対曇象とした洲xlrとでは，報告ｲ｢為に伴う負担の性格がかなり異なってい

るように,ｗつれる。なぜなら，政府統計調ｲfに限れば，仙人や世jllfがその

訓在対象となるのは，５年ｲ１Ｆに全数調査として尖施される'五|勢調ｲfを除け

ば柿であり，時折，住宅二上｣lll統計訓在や就業柵逝１iMK調在といった比､皎的

規模の大きな標本訓杏のｉｉ,Ｗｆ対･象稀としてｉｌＷｆへの協力を求められる程度

である。

こういったＩｌｌｊ'人やlrMrを対象とした調布の'１１には，例えば家計了）,ｗｉ；や全

|正Iil1j費実態調森などのように，比j陵｢I<｣長１９１に回り｜l1ljl々の収支に|剰して細か

な記'帳あるいは社会生抽』iL本洲介におけるL|<活時ｌｌＩ１の記入のように，かな

りの作業品:を求められる訓在もないわけではない。しかし人半の訓炎の

場合，記入それ'当'体に長時1'Mを要することはない。このようなことから，

仙人やＩ山１Wを対蝋象とする訓森では，説|森突施の蹴皮あるいは'Ⅱ|鱒に際して

必要とされる作業:１１ｔが報fLiK負担の|ﾉﾘ実を柵成しているわけではない。それ
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よりはむしろ近隣の住人あるは行政に対してできれば知られたくないとい

う心:Hl1的要素が負担感を梢成している。州111や勤め先の名称などといった

周lJNに知られたくない事項，あるいは所得やAMR信条など行政機関に把握

されたくない事項について，｜Ⅱ|答が忌避されるｲljll可が強いのはこのためで

ある。

一方，法人や事業所等のmll総体における報告負担は，これとは事情をや

や異にする。企業等を対象とする調益の場合，一定規模以上の企業だけに

対象を限定した裾切り調査あるいは標本調杏においても企業規模が大きい

ほどＩｌｌＩＩｌＩ率を高く標本設計したものが多い。このため，’１１堅以_この規模の

企業の場合，）１次，ULl半』ＵＩｲﾄﾞ次と定jUl的にliWfを求められる調査は政府

統計だけでもかなりの数に達する(')。

企業の'1二'には，例えば生産動態統計調査のような月次調森あるいは'１１半

期調布といった比較的高い頻度で報告が求められる定期性の調森につい

て，すでにＭｉｌ１化された報告システムを柿築しているものもある。しか

し，５年周期の調杏や－|Ⅱ|限りで笑liIjされる調査などについては，調査事

項の記入に際して，企業等で係符している|帳票等からその都度数字を拾い

上げて転記するという力法が一般にとられている。また調査事、によって

は，企業で維持されている数値と分顛上の取り扱いが)IILなることから，記

入のために改めて元数仙をＷ力''二[が必要なもの，あるいは記入のためにｲＵ

の部署や個々の事業所にｌＩＩｊい合わせ．||((会を要するケースも少なくない(2)。

また，景気動|可に関する訓ｲﾋﾞのように，ln1答そのものはⅡiに該当するもの

にマークするだけのものであっても，正式のlnl符に当っては経営執行部に

よる決裁を必要とするなど，記入者あるいは当該部|ⅡIだけの決裁の範囲を

超えるものもある。この種の訓杏の場合，笑|際の記入に要する物理的時IMI

以北に報告者'111の報告負担は入きい。

近年，企業の事業展|；Mはますます多/O化，多様化，グローバル化してい

る。このような多様な事業活動の実態をよ')的碓にIul屋するために，企業

や事業所等から統計訓在によって求められる調査事項は以前にもまして複
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雑化しており，報告に要する労力や時''二Mが，調査客体である企業にとって

経済的に実質的な意味で大きな負担となっている。

調査票の設計内容に関わるこのような調杏実施ＩｌｌＩでの事情の変化だけで

なく，企業ＩｌｌＩでの報告体IIillにも近１１２，榊造的ともいえる変化が生じてい

る。各企業は，バブル崩壊後，一方では非効率部''１|について積極的にアウ

トソーシングを進めることで，高い収益性が期待できる部'''１への事業活動

の絞り込みつつ，｜可時に他力で1111接経費に関わるコストを徹底的に削減す

ることで企業経営の効率化を追求することで生き残')を図ってきた。

このような企業経営面iでの変化の''１で，政府の統計調査への回騨につい

ては，かつてよりも－１勵鮮'ﾘ]に，企業の本来業務からは最も隔たった業務

として認識され，それに投入される人的コストについては，最優先で削減

を図るべきいわば冗費としてその切りつめが行われてきた。その給呆，そ

れまで何人かの専従職員をlIIU置していた企業ではその数を削減し，あるい

は他の業務と兼務させることで報告に関わる人件費の圧絲iを図ってきた。

企業や事業所による近年の調査|Ⅱ|答率の低下は，報fIf者側におけるこのよ

うな事情によるものと思われる。

以下本稿では，企業や事業所等を対象とした統計調査に関わる経済的な

意味での実質的な報告負担'１１]題に論点を紋')，わが1玉|における統計行政ＩＨＩ

でのこれまでの対藝応，諸外国における対･応の動lhlなどを検討の素材とし

て，報告負担のj隆減を図')つつ統計の質を確保するためのIIill度面での課題

を探ってみたい。

2．審議会答申等に見る報告負担軽減策と行政情報の利用

統計審議会は，1985年と1995年に，「統計行政の中長期柵想』（以下，

｢1985年答['1」と１１１%称）〔(8)〕と「統計行政の新'１北長期織想」（以下，

｢1995年答１１]」と略称）〔(14)〕をそれぞれ答申している。また，2005年に

は，法令施行型への移行に伴い建議機能を失った瀞議会に代わって各府省
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統計三i摺怠部局1選等会議が，「統計行政の新たな股llll方lhl」（以下，「新展開」

と'''8称）〔(18)〕をｌｌＸｌ）まとめている。これらはいずれも，およそlOfFを

[1途にわが｢１１|の統i汁行政の進むべき基本的力|ｲﾘや統計盤Iilli而での課題等を

それぞれの'1,Ｍでまとめたものである。これらの報告丈評に課き込まれた

統計政策上の課題については，後継委貝会がそのフォローアップのために

設iiliされ，｛l1lil々の瀞lll内容'LL体化が|又'られた。そこで以下では，統計iilll

杏の実施に伴う報件fllLlの'|卿iili策としてこれまでわが|正|でどのような政策

が提言されてきたかを，これらの杵'１]文評を参考にlllMiMしておくことにし

よう。

（１）「1985年答申」における報告負担軽減策

統計審議会は，1984年４)1に，建議2Ｍ号･として「今後の統計行政の進

め方について」（４）1271三|付統恭議餅1j８５）を行政管Ll1庁長官宛に拠出し

ている。これを受けて1985年５)=|に「統計行政の111.脚９１柵恕の樹立につ

いて」（５）124総統fMijl47サ）が，統i汁瀞議会に対する諮ll1jとして}l}され

た。この諮'''１に対する稗１１１書としてまとめられたのが「1985年稗申」であ

る。

そもそも処i砿は，諸'''１というステップを経て稗'1]として具体化される妓

初の仕掛けであることから，その''１にはその後杵['１として取りまとめられ

る具体的政策の恭礎となる''１１題意識が投影されていると考えられる。そこ

で「1985年群１１１」のこの'１１１題に関する|ﾉﾘ容検討に先立ち，この延議が一体

どのような愁図の~|､にllIされたものであるかということについて見てみよ

う。

この建議雛６号では，社会･絲済が急速な'1'#ｊｉｌｉ変化を遂げる'１１で増大す

る多様な統計需要に対し，訓杏客体Ｉｌｌｌｌにｊｕｌｌ的な訓州は11をﾘｉｌいることな

くその充足をはかるために，「統計訓森のlJillMH11をできる|Ⅱ(')増やさな

いとの基本認識の下に|洲脳のｲilI1係を図るため，統i汁調布データの相ｴﾉ:利

用，データ・リンケージ，データ・ベースの|Ⅲ1発，洲ｲｆ・IWI1析技術の開発
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と応川等の促進にＩｊＩＩＵ,臆するとともに，そのためのfl､庁'''1脇ﾉﾉ体Ilillを挑巡す

ること。また，業務統計・加工統計についてMlilMi((ルなiTIi1llを図ること。

更に，情報処Ⅲ技術の進展に対1jilて，訓從報fIf，提供等の簡素効率化

を－１i州|i逃すること。」〔(8)191頁〕といった政筑導入の必嬰`性が脂摘され

ている。

このリ'１１]文からも'ﾘIらかなようにγ建議は，訓杏にUMわる国民のfMuを

できるだけ噸やすことなく必要な情報品の(ｉＩｉｉ係を図るための具体的方策と

して，①統計調ｲfデータのｊｌＷｊ:利)'１，②データ・リンケージ，③データ・

ベースの'''１発，④Ｔｌ腋･解析技術の|)１１発と応111の促進，⑤業務統計･力11]｡統

計の槙極(I<)活)1)，⑥情報処剛支術の進展に対応したｉｌＷｆ，報告等のiii素効

率化，といった－述の検討課題を提起している。

このような建議に対する諮'１１１を受けて取りまとめられたｉ1985年杵１１]」

は，報告負担'''１題に対してどのような対処ﾉj兼を提言しているのであろう

か。

騨[１１本〔又の雛1章は，主要統計調在の災施時jUlの訓悠の必要性を提言し

ている。このような提言の背頻には，「大)JiL模訂IWfがjlさ'１'することは，地

方公共団体の事務fMuの過工，報告者の|jルカ状乃ilの一厨の怒化を招く」

〔(8)4頁〕という形での統計訓在に関わるｆｌＵｌｌｌ題の認識がある。ここで

は，調森に関わるfMullIl題が，調査実施特ＩｌｌＩ，特に地力統計組織における

事務処珊こ関わるｆｌｌｕを'''心に１足えられている。

一方，報件行のiilllj隆減策についても「19851｢鱒１１]」では，いくつかの

論点と関連してIＩＩ(れられている。まず，瀞''１の節３章「統計調在のＩＭｌｉ性

のｲilIi1係と谷1111化」では，データ・リンケージとⅡM連して，「統計訓在結果か

ら得られたIlljl別情報を札|Ⅲに結合させるデータ・リンケージ手法の導入」

〔(8)15-16頁〕がｲ丁効であるとし，「公共｢Iりな|~|的を持つ統計作成のために

のみ行い，個別情報が他の一般行政や営業iili動に砿)１１されることのないよ

う厳絡な'1）ljIMWfii'tをiiルじ」〔(8)17頁〕るとの条ｲﾉ|:の下に，一定＃iL棋以_Lの

企業･事業所を対象とする調査の設計等でそのＩｈＩｉ)'１を進めていくこと〔(8)
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１６頁〕が提言されている。また，「統計調査の定川灯見nmし」との関連で

は，「国民IilLlのｉ隆減と行政のiiiii索今1111化の要請」〔(8)17頁〕に応えるた

めに，必要性の薄れた統i汁調森の廃｣'２．統合，新たな統計技術の活１１]等に

よる統計調杏の効率化等が提言されている。さらに，「各省庁内調整機能

の充実」とのIjll連では，報告打１１１１｣[のＩ降減のために符庁の統計主管部Ｉ１Ｉｌに

対して，他部局が企iuIi設計する統計訓在の改曾善に役f1Illを発揮することを求

めている〔(8)18頁〕。

そもそも迩議では，ｌ峰減すべきIilLlは専ら統計訊怖への報告行為に関わ

る１１仙に限定した形でではなく，「統計調杏の国民負担」として広義に捉

えられていた。このため「1985年答['1」での提言|ﾉﾘ容としての１１担聯ﾙﾙ策

も，調査実施者Illllでの訂腋事務品にljMわる負担も含むどちらかといえば包

括的な性格のものであった。

（２）「1995年答申」における報告負担軽減策

「1995年符１１]」を「1985年答１１]」から|X別する大きな特徴として，報告

者iiliLlのＩ峰iliiliを杵'１１の主要な性の一つとして，独立の章を設けて本格的に

論じている点があげられる．２つの稗ＩＩＪで報告者iilLlの1怪減'''１題について

の取扱いが異なる刈L1三'三Iとしては，ひとつには，「1985年答１１]」で「様々な

|||]迦を取り_上げる''１で分散的に扱われていていた報告者負担の1隆減につい

て，社会･経済が大きく変わる''１で「調査環境の変化」として淑在化して

いるように，報〈Ｌｆ者負担の'''1迦が深刻化している」〔(１５)178頁〕との委員

のｌＩｌｌでの共jmm認撤がある。ｌ可時に他ﾉﾌで，当時の行政改１１１１〔をめぐる政拾情

勢も，「l995flﾐ杵１１]」が報告粉ri胆''１１題を主要な統i汁行政上の課題として

取り」こげることになった点と深く関係している。ここでいう当事の行政改

111〔をめぐる動きとは，大要，次のようなものであった。

平成６年２｣三１１５１三|に政府は，「11ﾘﾘl行革大；''１１１－今後における行政改]１１Kの

推進力策について－」を閣議決定した。その'１１で政府は，規iljll綾jfll等の推

進の一環として，「ＩｉＨｌｌＩ，報告等に係る|工１ＭJ胆の'降減」のために，「統計
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報告については，統計訓杏の廃止統合，訓森事項の削減，調在方法の改

善等により，負担の峰減を進めること｣，「報告等の負担に係る指標等につ

いても検討し，報告等の廃止，記録作成等による代枠州殻への移行，報告

頻度の削減，資料の電子情報化等を推進する」〔(15)1201〔〕ことを決定し

た。また，この'劉議決定に'１１応する形で，同'三l付けの各省庁統計主管課長

等会議'|]合せ「統計調査に係る|玉|民fllnのj縢減力策について」が確認され

ている。これは，先の「臨時行政故1112推進聯議会最終答[I]」（平成５年１０

月27ｐ）及び上記の閣議決定の趣旨を踏まえて，各省庁の統計主管課等で

策定されたものである。

この[|]介せでは，各行庁がそれぞれ所･符する統計調査について，平成７

年度を初年度とする１句う５が|二間の兄直し計Imiを作成しまた翌（聖Ｉｚ成

６）年度に|王1民１１胆の､降減措殻を採る予定のある統計調査について，その

内容を総務庁に提出することが求められた。なお，この見直しの実施にあ

たっては，「l985fli答11]」の趣旨を蹄まえ，既存の統計訓杏の廃止あるい

は類似統計との統合，必要性の乏しい調査事項の削除，調査客対･数の削

減，調査力法の改善，訓杏間』Ｕｌの延ｆ２や繁忙期調森実施のInl避といった事

項についてその可能性を検討することが求められている〔(１５)121-2頁〕。

なお，この１１=l合せに基づく見直し計、iの有効期限は平成7年３月311］までと

されており，その後の統計調森に係る匡1民１１担1降減方策については必要に

応じて別途協議する，とされている。〔(15)123頁〕

臨調の最終答[|]が出された２１｣後の平成５年１０)1291三|に，「統計行政の

L'１.長期椛恕の兄ilLLしについて」（諮''''第242ザ）が，総務庁長官から統計

審議会に対して諮問されている。諮llllがこの時』０１に出されていることか

ら，答[|]案の取りまとめ作業は，［'ずと臨調の符'1]，さらにはそれに基づ

く閣議決定（｢''１期行1V(大綱｣）や各省庁統計主管課長等会議'１１合せの内容

との整合性が求められ，それらを根拠づける性格のものであったと考えら

れる。そこで以下に，「199511§答１１]』における報告者負担に関する答１１]内

容について簡単に紹介しておこう。
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「1995年鱒''１」で報併老伽11'''１皿を1111)上げた鋪３章は，報fLf稀負11｣[の

実態と'隆減ｌＩＷｉｌ状況，負担i降減の具体的力莱，尖ｲf川iLlと地力統計機椛

等，の３つの部分から柵成されている。なお，この章で報告肴負担Ｉ１ｌＩ題と

ともに地力統計機ｲｶﾞのＩｌＩＩ題がllYl)_上げられているのはⅢ次のような理[|;Ｉか

らである。すなわち，統計訓在の実施に関わるfllLlは，報告料１１担と調査

実施業務に関わる１１１１１という二Iili【類の負担からなる。このうち特に後打に

ついて統計瀞議会には，統計訳lJIfの尖施にあたってｉｊ帖貝が実在の際に直

1,iする精神的・物1111的fMLlが洲杏環境の悪化とともに｣1W大しており，また

｢1985年答１１]」でも捉言されていたように，地ﾉJ'二|治休における統計主将

課等の地方統i汁糺[紬については，大伽,L模調査の同時実施による訓在関述業

務の集'１１がｌｌＩｌ題とされ，その１１/11決乎段として大規模統計調査の実施時』９１の

調艘による分|汝突施に関わる対応とともに地力統計機lWiの強化が必要であ

るとの認識がある。

『1995年杵111」は，報告者fMllの'''１題を取り_上げるに当たり，これまで

統計調査の企iuli・設計段階で「報fLfに当た')報告者にどのような負担がか

かるかについてのｌ１１１Ｕ１ＭＫが十分であったとは言いり111iい」との反fWこ立ち，社

会･経済の変化に伴い情報ニーズが増大した結来報告荷に対する負担が増

大し，また報flf者の川旦のjll1)Illが，提供されるデータの質を低~ﾄﾞさせるだ

けでなく，統計調査の実施そのものが危うくなるとの認識の~|､に，「統計

体系の整,lilli，統計訓杏の企lmi･実施に至る全〕MiLにおいて……負担Ｉ隆減に

努めることが必要不可欠」〔(15)36頁〕であるとしている。

「1995年答llljは，報告者ful1の1降減策の捉言に先立ち，報｛乍掎負担の

lﾉﾘ容J11iぴにその実態に関する分析を行っている。これは，報告洲|('１での負

111の内容がｿ(なれば，その1峰減莱も'二'ずと異ならざるをえないとのjliil切な

認識によるもので，「1985ｲﾄﾞ杵llljがこの点を|唆昧にしたままにその対.処

簸を論じたことが，結果的に的{il(ｌｉな解決策を提言できなかったことの反省

に立ったものと考えられる。

「1995年稗''１」は，調査客体における報併稀iM11といってもその'1｣には，



諸ﾀﾄ|玉|におけるイ｢政桁報の統計fll川の川状とわが'玉|統計の洲越８２７

①「各枕統計調ｲfの柴''１，｜司一調査の継続反復，訓在三limの多さ･詳細ざ

等統計訂帖の最i19なfi111」であるｲ刎Ｉ１的flluと，②「応えにくいあるいは

答えたくないということから'111答すること'!'体に械極的な姿勢をとれない

ことによる負}11」であるという,Ml1iI91hlllの二机jiHの負仙謹を'ﾘ1確に区別

している。これは，イMjl々の訓在がそれぞれどういった客体を調査の対象と

する調査であるかによってMILなる。すなわち，イl1Ijl人や１１１:帯を対･象とする

調森では②の,Ml1in1illlが'''心で，他力，企業や耶業所･等の組織体を対象

とする訓森では①の4刎'1｢灯負担が主となっている〔(15)37-38頁〕・心辺１１的

負111と物珊I9flll1とではその内容が本質的に異なることから，対･応すべき

軽減方策も'二'ずとﾂ↓なる。また「1995年符１１１」の収Ｉ)まとめに際して，統

計稀議会では独|当Ｉの訓搬を委託実施して①のり刎ｌＬ的fllllの実態把握も試み

ている(3)。

報告者負担のＩ降減錐としては，統i汁訓＃itの辮杏過概での対･処という統計

調整mでの従来からの対･応にUl1え，」1記の桁庁統iif柵:課等''１今せによる

統計調査の統廃谷，訂帖事J1〔や客体数のil111i1iili，訓州ilil｣！'の延長などが'１(:逃

されてきた。しかし，それだけでは報告料の|ﾘﾙﾉﾉが十分ｲ｛ﾄられるまでの負

担削減は不可能であるとして，「1995年鱒111」では，表ｌにまとめたよう

なより具体的なfllllll卿,iIi錐が提言されている。

「1995ｲ'２杵[|]」での報｛学者iilll職減筑の捉言内容は，洲在突1mの削減等

による１１卿ili兼，ｉｉＷｆ企iIlli段階での訂舳客体''１１の意兇のlIiIj収，負111量の計illl1

に関わるｲﾘ|:先，新たな訓在技術の導入によるfl仙のj峰i1iili，結来の利ⅢUIL進

による負111意識の緩和というように多||皮にわたる。その'１１でも特に孟要と

AL(われるのが，④lUM:統計訓在結采のｲL丁効Iiili)Ⅱ，⑤行政記録の活ＩＩＬそれ

に⑥}ｻ:架|]''１i淵1の共|ＴＩ利)11による負llll峰i)iiliである。これらはいずれも

｢1985年符１１１」では提言されていない新たな論点であり，報告負担に対す

る従来のアプローチとは次元を異にするものである。
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表１報告者負担の軽減策

炎|iii：〔(13)41-`l9r〔〕より作成

①統計調査の審査及び各省庁申合せによる軽減方策の着実な実施

･既存の統計訓炎の統廃合1り゛能性の検討

･調在乎ｊｒｉのⅢ|I減可能１V|：の検討
● 調在客体数のＩｌ１ｌｌ減可能性のｲﾘt討

･洲JWJ法の改稗

･調査IIijlj0lの処l量，洲在客体の繁忙jUlの訓在災1mのlml雌

これらの他に，川11j隆肌liのための統計訓在の効率化ﾉﾉ策等の洲＃け{i)｢先を行うとと

６に，ｉﾘﾘiMiﾉjr蛾の災liljについての|正|民へのlIlilｸill

②鯛査企画段階における報告者の意見の反映

訓在実lim州よ)lill告判（i州&客体）の意見･要望を統iil柵JIW)企Ⅲi･設計に反映する

よう努める必要がある。

③負担軽減の測定のための指標（報告時間）の開発

物1111的報fLf川11の報(LiL時''１|による計ill'lﾉｱ法の研究|)'1発

④既存統計調査結果の活用による新規統計情報収集の抑制
● 調杏の統lj6谷，洲ｲ制1jriの菰複|Ⅱ|避のためのデータ・ベースの整

･既存統iil訓杏のiＭき計による新規調ｲfのlfl1Ilill

⑤行政記録の活用による統計情報収集の抑制

･行政記録のjYil非|ﾉﾘ容と統計として把ｌｌ１１が求められる邪JlI(のljL}係についての検討

･関連する法IIill度等との鵬1迎の検討

･統計化のためのIx続きや手法等に|塊ｌする乳ＩＩｉｌ１１ｌ(＃技術的検討

⑥母集団情報共同利用による調査客体・調査事項の重複回避等

･標本↑弧11の徹底によるｌｒＩ－客体へのiiMﾐの集''１の|Ⅱ|雌

･データ・リンケージにより』,1本属性亘ｌＷｉの爪複記入fllllの|Ⅱ|雌

･行政記録，全数調ｲfの皿I｝ＩによるｌＭｉｌｌｌの更新による史新訓森のiiiii索化

．「企業･zlr梁所フレーム」（統一事業所コード，本社･里lV業所迎結コード）の導入

⑦調査方法の改善による報告の簡素化・簡便化

(企業･事業所対象の訳llIh）

･磁気l(M1体，jln偏lml線利)１１による調森の導入

･プレプリントiili1Ill''1調在の導入
● 訓森系の送付先I1IjitllのZliWiij収集

(ｲllil人･ＩＭＩ;対象の洲JIf）
● 

● 

(調査架設iil･)必要蚊'1ＭＭ訓搾lnTi,|Ⅱ|符しやすい衝'''１方法,記入しやすい調査票

(実在）客体の意lrilを蹄まえて郵送化，辮封化等の採)'１
地Mbの災↑i1jに応じた調査其のｌ１１ｌｕｉｉ'【

⑧統計調査の同時実施による報告者負担の軽減

近接実施訓在の統一|両１時尖り01

⑨統計調査の公報，鯛査結果の利用促進による負担感の緩和

(これまでの広報iiIi動）

〔|Ⅱ|〕統計グラフコンクール，教IWli対象のⅢ(|多爽｣liIj，広報誌の発行等

〔地力〕統計データフェア，′１,''１学校)１１|(ili助教材の作成

(新jklA事業）

棚ｆｌｒ諦川11''1K減へのIHlllMiiに言及した広報資料の作成

訓ｲf結采の公表の』iﾘﾘＩ化，ニーズに応じた集計栞の提供
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（３）「新展開」における報告負担軽減策

「1995年務111」から８Ｊr後の2003年６)1に各ＩＩＷ↑統計主僧:部局長等会議

の[１１合せとして，「新展|｝M」が収')まとめられた。これは，法令施行型へ

の移行に伴い処議機能を喪失した統計瀞議会に代わり，｜可会議が「今後５

年から１０年を見込んだ統計行政の進むべき柑針」として作成したものであ

')，その意味では先に出された２つの稀議会稗''１と災質的には|司様の性格

を持つ文普といえる。

「新展ＩｌＭ」は全休が５つの部分からIWii成されており，その第３章「統計

調布の効率｢19．'１]洲な実施」の'1]で，①行政記録のIiili)１１，②報告者負111の

計il1l1とその活)１１，そして③報侍者負1111'峰ili伽のためのデータ共有化の推進，

の3点について報告稀負担のl怪減方莱が取り」iげられている。表２は，そ

こで提案されている各頂'二|別の具体(１９方錐を盤川したものである。

「新展llll」で報告１１仙の軽減方策として提言されているlIIl=|は，いずれ

も「1995ｲﾄﾞ答[|]」においてすでに取上げられているものであＩ)，その内容

自体については[|新しいものはない。ただ，「新展1)１１」の①，③と「1995

年答'1J」の⑤，④の|ﾉﾘ容をそれぞれ比較した衣３からもわかるように，

表２報告者負担の軽減方策

表Iii：：〔(18)56-60〕I〔〕より作成。

①行政記録の活用

･秘密保識にW{蔵しつつ行政記録の統計化を械棚il9にlXlる

･行政記録のfljZ子化のlIiil1lh]をｌｊｌＩはえ，その横１１１(｢I91iili)Uを検討する
● 調森票の記入>|(i1波の低~|､､をﾈlli先するために行政記録のiili)１１方錐を検討する

･行政記録をIiiIi川した1V:集団l1lj報の雛{iili･更新を図る

②報告者負担の計測とその活用

三iﾐ要統計調ｲfに係る報告肴負担の計illllにljMする』し休的な検討を行う

③報告者負担軽減のためのデータ共有化の推進

･調杏化|票データの共ｲ丁化の｝Ｉｌｉ進をlxlる
● 

● 

調杏IlN票データの共ｲ丁化にljL1するⅢⅢ|比のＩ１ＩＷＩｌの{Mi係を|又'る

共ｲ丁化に際して必要な技術｢19課題についての検討を行う
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表３「1995年答申」と「新展開」における報告負担軽減策

｢新展開」ではその説'ﾘ]がより具体的な内容のものとなっている。

以｣1，わが国で報告者１１｛1Ⅱ'１１)趣が，瀞議会稗'1]等で統計政錐｣:の課題と

してどのように1111)_|こげられてきたかについて，妓近20年余Ｉ)の動きをみ

てきた。これら３つの杵'|｣等盗料における当該'''１腿の取り扱いからわかる

ことは，報告打川ｕそのものの|ﾉﾘ容分析の、でも，またそれに対する政莱

｢１９対応の包括性のiniでも，「1995ｲｌｉ溶１１１」が，この'''１題をはじめて本格的

に統計政策上の糾迦として111-上げていることがわかる。特にその':'１でも，

この稗[１１が[ＣＭ統計調査結来のｲ丁効IiIi1l1や業務記録の統計への利)１１という

それまでの統計行政の枠組みをある懲味では超える|ﾉﾘ容にまで踏み込んで

いることが注'三|される。このﾉA(については，「1995年瀞１１]」がそれに先立

『1995ｲ'2杵''1」 『新展ljll」

④既存統計調査結果の活用による新規

統計情報収集の抑制
● 訓在の統l苑谷，洲従事｣Y〔の〕R複'1１１

雌のためのデータ・ベースの雛Ｉ１ｌｌｉ

● IUM｢:統計訓森のilJ集計による新ｊｊＭ

洲JIfのIIl1Ilill

③報告者負担軽減のためのデータ共有

化の推進

● 

図る

● 

調査ＩⅢ架データの共ｲ丁化のl化巡を

調査Illjl系データの共ｲ丁化に|奥Ｉする

|正|氏のＩｌｌＷｉ１の(illli係をlXlる

● 共有化に際して必要な技術的洲廻

についての検討を行う

⑤行政記録の活用による統計情報収集

の抑制

･行政記録の｣r〔'三|・内容と統計とし

てＩｕｌﾊﾟｌが求められる事項の関係につい

ての検討

● ULl連する法Ilill1吏等との|塊ljuの検討

･統計化のたy)の手続きや1K法等に

ljL1する専'''１的・技術(１９検討

①行政記録の活用
● 秘密保謹にＷ|意しつつ行政記録の

統計化を被'１<的にｌＸ１る

、

え ， 

● 

Ｃ 

行政記録の電子-化の1助lr1をＷｆま

その枝ｌｉｌｉ的iili111を検討する

調在祭の記入精度の低下をﾈIIi完す

るために行政記録のiiIii)'１力簸を検討す

る

● 行政記録をiiiIiⅡ)したlﾘ:jlil､I|情報の

盤I1IIi・史新を図る
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ってMILll)されていたlIilM調の肢終審[１１，さらにはそれに)ILづくＩＨＩ識決定な

ど，当時，業務報告も含め，報告州ilLlの'|卿iiIiさらには業務の簡素化によ

る事務の効率化という時代の瓜の''１で作成されたという要素が大きいよう

に,思われる。

［9Ｍ:統計調査結来のｲ丁効Iiili)|]や業務記録の統計への利)Ⅱという「1995年

溶['１」ではじめてMIL起された論点はその後『新展|川にも継承きれ，その

内容も一段と具体化されているという'211象を受ける。しかし，『1995年瀞

'|]」の瀞[|]内容が，報ｲＬｒ肴f肌の'隆減力iljiとして来たしてどれだけ具体化

されたかといえば，その後のフォローアップの進捗状Udは，必ずしも杵'1］

がlWiいていた筋書き通りに運んでいるとは言い難い。例えば，行政記録の

統計へのIiili1I1については，1997年２１１の|Ｈ１談決定（｢||]iii1ifllll蝿減対莱｣）

に蕪づいて「行政記録にJiLづき蛎汁された統計の'二lUIllll物等による公表状

況」についての洲?i１Ｍ(16)〕こそ尖)liljされたものの，それが行政記録の森

に深く分け入り，その統計化の可能''1|ｉを追求する第一歩という位置づけに

は必ずしもなってはいない。またlUM:の統計調査結来の桁庁間の共ｲ｢につ

いても，あくまでＭき計結来表ベースで想定されているものであり，Iujl体

ベースでのデータ共ｲTのIlill度化がそれによる新机ｉｉ賊の代替やu川棚JIM

スリム化という行政課題との関連で，その具体化にIhlけてのｌｌＩｌＭＩｌみが満

干されたわけではない。

3．高度化する統計ニーズと統計の調査環境

ほとんどの統計が右)｢i」zがりのlii訓な変化を示すなど，社会全休がどち

らかといえば画一的なﾉﾉlhlでの動きによって特徴づけられていたかっての

高度成長｣０１とはjllLな')，今'三Iの企業iiJillibや社会生活は，従来からの'iIir識や

規範を11iにﾀﾄ柿しただけでは説1ﾘ]できない多様な雁M1を示している。

まず，企業や事業所等の活llil)については，製造業'''心の絲済柿造からサ

ービス業へと柄動の機llillIが次雛にシフトしていく中て､，金剛(やI11j報といつ
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たその事業活動がそれまでのモノを中心とした統計１１１１狸を主眼としていた

統計調森の在り方では捉えにくい要素が拡大している。企業，事業所は，

バブル崩壊後の新たな経済情勢の''１で，その業務を見直し，多/(j化や事業

所内アウトソーシングなどにより経'嵩の合理化を図ってきた。さらに業態

のnmでもｓｏＨｏやＮＰＯ事業といった従来にはなかった業態の事業活動

が急速に拡大している。経済活動がこういった多様な展開を見せる'1ｺ，伝

統的な調査員による'三|視に依存した統計調査による実態把握がますます難

しくなってきている。また，マクロ的にもミクロ的にも経済活動のサイク

ルが獅縮化する傾向にあり，それに|半って景気指標や投資動向さらにはiMi

賛助|h]といった経済桁標の変化もかつてに比べてより微細でしかも変化の

方向が多様化するなど統計そのものが読みづらくなっている。

また，扉)１１の面では，就業形態の多様化，労働市場の流動化が急速に進

展する111で，フリーターやニートといった労lillTl7場の縁辺さらには周辺部

分を織成するセグメントの存在などにも社会の関心が向けられるようにな

った。

一方，家計部門についても，家族の紐帯が弛緩する'１１で総体としての家

計が必ずしも家族術成員全休の１W賛生活を代表できなくなって久しい。加

えて近年では子供の家計ｍでの依打:現象としてのパラサイトの存在さらに

は三111代の併居など，１１帯についても伝統i19な世帯訓杏の枠組みでは捉え

難い要素が拡大している。

さらに統計の分析、では，これまでの横Wnni（クロスセクション）デー

タに基づく静態分析さらにはそれを時IlIlDIiIlIに沿って111Jiべた時系列分析とい

った既存の分析枠iMIみに力llえ，縦断ｍｉ（longitudinal）データを用いた新

たな分析祝ﾉﾘからの動態的アプローチによって，伝統的な分析方法からは

得ることができなかった様々な知見が，現実に対･する統計的認識をより厚

みがあるものとするという点で大いに貢献している。このような中で，－

屑複雑化する現実を的ｲM1に把握するために政府統計には，より多面的な視

角からのデータさらには微妙な変化を読み取ることのできるより高い精度
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のデータに対するニーズがますますillliまっている。

このように，統計データそのものに対する社会のニーズが多様化，高度

化しているのとは企〈裂腹に，今'三１，政府統i汁はその作成面で深刻な'111題

にUh:面している。１１界的にも進行している統計の訓杏環境の恕化がそれで

ある。

戦前期のわが国の政府統計調在は，畏怖の対象としての「お上」の活動

へのlE1民の半ば強Ilillされた協力によってその粘度が確保されてきた。戦後

断行された民主化政策は，「国」の事業である政)'１:統計調査にＦ１立的存在

としての「｜llil」を対'１ﾙｾﾞさせることになった。それは，７０年代以降，統計調

査におけるプライバシーllU題となって1,1Ｍｉ化し，特にｲ|,lil人･ＩＩＬ帯調森への

協力度を低下きせることになった。統計訓杏に対する協力度の低下は若い

世代ほど著しく，様々な政莱努ﾉﾉにもかかわらず，それはまさに不可逆的

な過漉として巡行している。さらに，横行する統計洲在を装った商法や価１

人情報保謹法IIillの盤ｲilliにもlｲﾘわらず多発する｛'１１人データ漏洩事件なども，

統計調査に対する|正１尺の忌避意識を助長する要|人|となっている。

他方，企業や事業所を報告iii位とする統計訓在でも，これとは別の形で

調査協力皮が低下する事態が進行している。企業は，ＰＯＳや物流情報さ

らにはTl丁場,ｌｉ１ｉ報など，業績に直結する情報については，その枝極的な収集

に独'二|に対臺応している。その反ｍで，ｌ攻府統計洲森への報告は，企業ＩｌＩｌ競

争が厳しさを｣材す'１１，企業の事業活動の本体にはiMi1化ない'''１接的業務と

して，経Yll節減のIff好の標的となっている。統計報f4fのための専従職員ポ

ストの削伽ili，あるいは他の'１１１接業務との兼務化は，政府の統計調杏に対贄す

る企業１１１１の報告能ﾉﾉを低下させている。訓在への|Ⅱ|答率の低~｢は，鏡終的

には，作成される統計の,Ｍ〔を扱ない，政府統計そのものの信頼を確保し

ていく」1での:jilL突的稗)戒となっている。こういった企業''''１の内部事情に力１１

え，調査への脇ﾌﾞﾉ度が低い外|王|雑企業の｣棚'１やＳＯＨＯのようにＩＴ化の

進展に伴い存在そのものの把握が容易でない業態の企業の拡大や企業のグ

ローバルな展|州|や多/(j化といった事情MIA炎と統計との;ilE雛を助長する要
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因となっている。

lujllfや企業といった報告洲llllの事l11iの変化に力Ⅱえ，Ilill度改]ｌｌｌｆに伴う地力

統希MII織の弱体化や統計の,Ｍ〔而へのI11Miiを欠く効率性の観点からの統計

の民''１１開放の11(i進の'１'で続発する受託者Illllの訓森不祥事など，今日，政府

統計調査は厳しい状態に置かれている。そのような'１１で，統計訓森に依存

することなく収集されるｲ丁政情報の統計へのWllが，｜正|民に迫力ll的な報告

負担を求めることなく高度化する統計ニーズに応える有効な力策として往

日されている。

４．行政情報と業務統計

政府は，統計作成機関が統計調査によってIl11il人や企業等から他|体の屈性

や↑iIi動その他に関する様々な情報を統計原lil位情報として1Ｍきしている

が，それ以外にも政府の衿枕業務の遂行と関述して様々な情報を収集して

きた。このようにして政府機関がその業務遂行と関連して収集する情報は

一般に行政情報といわれ，それは文普形式あるいは髄Ｉ滋的な形で１丁政記録

として保符される。現実の行政事務遂行の過幟で収集したこのような行政

情報に基づき行政機１１Mは，これまで各枕の業務統計を作成してきた。

業務統計は，統計としては調査統計よりもむしろ長い歴史を持ってい

る。しかしながら業務統計については，「業務資料（行政記録）から作成

される統計」といった一般的な形で言及したものが大半で，それについて

本格的に論じた研究は決して多くない。本柵の主たる課題のひとつとし

て，行政記録に含まれる行政l11i報の統計'二|｢19での使)１１に関してその意義並

びにその実現に向けての課題の発見がある．このため本節ではまず，行政

情報の収集形態との関連で業務統計の類型化を論じている先行Ｉi)|:究をサー

ベイしこれまでの到達点をIﾘlらかにする。次に，行政情報の統計|]的での

仙)11可能性について，イ丁政I11j報とIUM:の業務統計の１１M係を'ﾘ|らかにする。

さらにこれらの検討を踏まえて，行政情報の統計化にあたっての課題とい
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つた事柄について考察を)川えてみることにする。

（１）行政,情報の収集と業務統計の諸類型

わが'玉|の統計学１１|:究打の'１'でおそらく妓初に業務統計とJlJi式にliLilき合

い，それを学Ｉｌｌｌｉ１<)ｲi1l:先の対象としてその性格純定に本格的に１１１１〕刑[んだの

は，上杉正一郎〔(1)，(5)〕である。上杉は，統計以外の'三|的のために，

すなわち，統計の作成を直接の||的とせずに，統計外の機柵（一般１丁政機

枇経済機術）によってｲ(ﾄられた記録，書類（統計のための調査票ではな

く）にもとづく統計」〔｣形(5)55頁〕を鋪二義統計と規定し，「とらえる

対象の性質」及び「統計制Ｍ：の主体が，第二義統計の材料となる記録をど

のような形でうるか」〔_上杉(5)195-196頁〕に従って，業務統計を４つの

形態にその類型化を試みた。そのうちの第１，雛２，そして鋪３形態の三

つのカテゴリーにIIjＩする諸統計が，政府行政機関にUMわるものである。

〔第１形態〕破調森料としての|正'1ｔ，企業・経'嵩の１１１１１|ル'１１告にもとづく

統計

この枕の統計は，行政機ljMの外部にある｜lljl人や法人からの法令上の)ITI出

またはIll告に基づいて作成される。このカテゴリーに脇する代表lh9な統計

として上杉は，貿易統計，住民盗録人'二1移動報代処築蒲二[統計等を挙げ

ている。

〔第２形態〕’'１告稀からの'|]告・)iillll，盗記，｝|]請をiii脳とせず，イ丁政機

|塊'１４１体がその所･管ﾖﾈ務にlllilして作成した資料に基づいて作1Ｊ)iiされる統計

鋒察，司法統計，労I11ill1iL((i行政に伴う諸統計などがこの鋪２形態に属す

る。この統計は，各行政機UMのいわば所縛事務統了汁に屈し，行政機|｝Mが遂

行する行政行為についてのii1T勅記録，特にiili動業務最統計というべき性質

のものである。なお上杉は，税務統計について，それが納税満の'１]〈!｢に基

づくとはいえ，税務'1÷｢庁の徴税成紙報告の色彩を持つ〔_上杉(5)201頁〕こ

とから，これを鋪２形態に分顛している。

〔鋪３形態〕経済行政'白･庁が所符事務にIjMする業務資料にjIfづき作成する
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統計

国家が経済過幌により深く関与するようになるに従って「経済行政官庁

は，統制，慌督などの必要のために，法令により，または事実｣二，監将下

におかれている私的企業から報告を徴収する」〔上杉(5)201頁〕。このカテ

ゴリーに属する統計は，官庁の所管事務に関するという限りでは第２形態

と共通する性格を持つ．しかし，監督行政に伴い外部の企業，維営等から

得られる資料に基づいて統計が作成されることから，このカテゴリーに属

する統計は，「官庁の行政hliiiIをとらえるという色彩はうすく」，「むしろ

経済現象を反映する統計」〔上杉(5)201-202頁〕という性格を持つ。上杉

は，法令に基づく報併徴集の例として，地方鉄道法，１１'ilM二運送法に基づく

運輸省の輸送統計を第３形態に分類している。なお上杉は，「統計報告調

整法の対･象たる統計報告および統計報告以外の一般的調査報告（通商産業

省各局が民ｌＩＭＥ業から徴収する報告にはこの秘のものが多い）にもとづい

て作成される統計も，主として第二義統計の第３形態に属する」〔上杉(5)

202頁〕として，いわゆる承認統計についてもこの第３形態に含めている。

ところで，上杉と|司じく一国の統計体系における業務統計の重要'性に蒲

目し，その作成過程の性格規定，結采として得られる統計の精度や利川上

のilill約の解'ﾘ｣といった課題に独'二1の祝ﾉﾘから接近を試みた論者に大屋祐雪

がいる。大屋は，わが'工1の統計体系の包括的サーベイ「わが国の統計事情

(－)～(三)」〔大屋(2)～(4)〕を政府業務統計の考察から始めている。こ

のことは，「それら（統計調杏や統計の吟味・批判一リ'１１]者）を社会体制

がうみだす統計作成の特殊歴史的な技術織造，すなわち，資本主義的統計

作成の手続過程と関連させて論」〔大屈(2)223頁〕じる大屋の分析視角と

必ずしも無関係ではない。なぜなら業務統計では，統計作成を自己目的と

した調査統計で支配的ｌｌ１Ｉ面を形成する統計lIil有の論II1が後景に退き，かわ

って佃別業務あるいは行政といういわば体Ilill的(111面の力が前、に出される

形で統計作成が行われているからである。

大屋は，「非統計的｢|的で雌認ないしは記録された事象についての業務
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上の記録や計数から」作成される舗二義統計の'１１で特に統計作成系統の組

織的lllImiに着目し「業務関係の下部機織を訓杏客体（調在単位または報告

単位）として，＿上意下達の組織系統で作り_上る統計」〔大屋(2)225頁〕を

業務統計と規定し，それについての杣rIの概念ｲｶﾞ成を行なう。人屋はまた

上杉の第二義統計についての４つのlliii型区分にも言及し，それを「示唆に

富む分類」〔大屋(2)225頁〕としながらも，雛３形態に属する承認統計が

常業のEll1Iを保証された民'１１１企業等からの「(｢:意'１]告にもとづいて作られ

る統計」〔大屋(4)171頁〕という点で業務統計とはIﾘ]ちかにその性絡を異

にするいわば「任意」統計というカテゴリーの訓在統計であるとして，」二

杉の第二義統計の形態分類への部分的疑'''１を提起する。

上杉の節１，第２（そして上杉が鏑４形態とする'三1本銀行，｜日国鉄，公

社が作成する業務統計）に属する諸統計について人屋は，それが「上意下

達の組織系統で作り」こる統計」であるだけに，「地力機関や部課の業務記

録が正確であり，報告)'１級への記入に偽Ｉ)がない限り，業務統計の数Ｉ直は

信頼してよい統計」〔人屋(2)226頁〕として，むしろその利用可能性を積

極的に評(111iする。そして業務統計の利)１１」iのIlill約点として，業務による把

握胴れや眼偽の111告・)『|出等に起因するＩＭｌｉ性の侵害，業務に基づく定義

や分類の採川，結采の公表をめぐるllM題点などを指摘している〔大屋(2)

226頁〕。

ここで，」二杉の第１，第２，そして第３形態にここで何度注目してみよ

う。

まず第１形態に属する諸統計では，イlHulll業務法＃Aによって義務づけられ

た許認可あるいは)iTlllIの形で統計ｌＩＭｉ位li1j報の授受が行なわれる。この種

の統計の場合，許認可１１]請の不履行は，111請者がそれによって享受できる

各種の利益やサービスの受け取りを放棄することを意味し，また法規が定

める所定の手続きを経ることなく強行された行為は，述法行為として刑事

罰の対･象となる。）ｉＴ１ＩｌＩについてもその不履行に対しては同様の扱いを受け

る。その場合の罰１１１１１規定は，「統計法」とは異なり，一般に行政処分等に
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よる実伽l<)強Ilill力を持つ。雛１１|ｼﾞ態にⅢ]iする諸統計の場合，その統計lj;(lii

位情報は$Ⅱ織の外部からの提供に依7J:する。しかし，その徴集行為はｲiﾘよ

'）も業務の遂行そのものであり，ＩＭＩ業務法現を根拠に行政機関が遂行す

る業務の一環として統計１$(１１１位,Ii1i報のiqi得行為がIlill度化されている。そこ

ではｲllilMllIif報の徴集は何よりもまず行政'二ｌｉＩりへの仙川を前提したものであ

')，それによるＩＭｉＩｉｆ報の業務統計への細成は，本来の業務遂行に付随す

るiWill次的行為とさえいえる。

また，＿上杉の頬型化による鉱２形態にIHIする諸統計の'１１には，例えば警

察統計や司法統i汁のように，行政機|ﾘﾘによる行政行為の遂行記録によって

把握された原計数を統計､;(jli位l1Ij報として作成される統計がある。そこで

は統計1j;(111位情報は，第１形態の場合のようにIlfl別業務法規に雄づき)M[織

外部から独得されるのではなく，行政機柵の組織|WY梯の末端部分を織成す

る現業部|Ⅱｌｌ１ｌらによって作成される。その際に木端ﾙ'1紬からilll細内部の指

揮・命令系統に従って-ｔ'１１される報告の形式やその提'1}周期については，

第１形態の場合と'７１棟，ｉⅡ織部'''１の所ﾂ翔兎勝の一つとして業務報告規嘘が

作成されてお')，報くしf資料の作成並びにその提111は，MII織のルーチン・ワ

ークとして遂行される。業務統i汁の弟２形態では，統計原lii位|ｉｆ報の作成

から統計の編成に至る統計作成の全過職が，行政jlIll縦という脚化た体系の

''１で完結しているが特徴的である。

ところで_上杉がjlil3形態として他の業務統計からjlMi別した識統計の'１１に

は，人屋が指嫡するように承認統計も含まれる。「統計報告調整法」の過

Iljが，Ｉ玉|の行政機UMが10以上の人又は法人等に対して，報告様式を示して

提111を求める報告で，その結果の全ＩＮＩ又は－部が統計の作成に１１｜いられる

ものに|Ｉ(定されたことから，館３形態に属する諦統計の'１１には承認統計に

は該当しない例えば報告様式によらない収集情報にJiLづいて作成される統

計もｲＷｉｉするものと考えられる。

筆椅は，指定，承認，)iiIIll統計という政府訂Ｗｆ統計と」二杉が節１，雛

２，館３形態としてｊｉＭｌＩした業務統計について，それらを一方で統計調整



諸外|正|における行政怖報の統計利)Ⅱの塊状とわが'五|統計の課題８３９

機関による調整権限の行使形態，他力で業務統計の作成形態の特性という

二つの座標jIillIから，トータルとしての政府統計体系の'１１にそれぞれ位置づ

けることを試みたことがある〔森(8)119-120頁〕。そこで筆者は，まず上

杉の類型区分による第３形態については，それを承認統計とそれ以外の第

３形態に属する諸統計（ここでは，「狭義の雛３形態」に楓する諸統計と

仮に'1乎ぼう）に|峻別し，前者については指定統計と届Ｉ１ｌ統計の｢Ｉ１ＩｌＩＩ的存在

として調杏統計の｢'１に，また後者は業務統計の'１１でＭＨ対1'19に調査統計に

近い存在として統計体系上の位置づけを与えた。また行政情報の収集形態

に蒜|=|することで，第１形態及び狭義の第３形態に属する諸統計から雛２

形態に属するそれが人区分される。なお，iii二粉については，狭義の節３

形態の諸統計をどちらかといえば)'11対1h勺に調在統計にil&ずる業務統計とし

て，また第１形態のそれをよ})業務統計的性格の統計として位置づけるこ

とができる。｜叉'１は，統計調整機関による統計作成過経への関与の程度並

びに統計原liiL位情報源の所在という２つの|ⅢＩｉからわが国の政府統計をひ

とつの体系として整理することでｲIljl々のカテゴリーの統計の位置づけを|又’

式的に表示したものである。

（２）行政情報の統計利用からみた行政情報のタイプ論

図ｌに示したように行政機関は，ルⅡ縦外部から様々な形態で収集した

(狭義の第３形態，及び館ｌ形態)，あるいは行政機関ｒｌらの業務遂行の'1ｺ

で独自に作成（第２形態）する行政|ｉｆ報に基づいて業務統計を作成してい

る。ここでは，行政,情報そのものの性格内容に立ち入ることによって，行

政記録に含まれる行政'Ii1j報が本来的にｲ丁する'li1j報壯と10Ｍ:の業務統計が有

する,情報量，さらにそれとの関連での行政情報の統計iiIi川の可能性につい

て検討してみたい。

行政機関が行政記録の形で維持，↑剛!している書式文書あるいは髄ｲ滋的

記録のｌ－Ｉ１に含まれるｲ丁政情報については，特にそれを統計へのＷ１ｌという

視点から見た場合，数ｲ[h[化可能情報とそれ以外のIi1i報という区別がまず柱
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図１政府統計体系の全体構造と業務統計の諸類型
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月される。

行政記録として行政機関が保有する記述的な行政情報の｢'1にも，それを

アフターコード化することで数値化できるものも一部存在する。そこで，

数字で直接計量された数値Ｉｉｌｉ報さらには事後的に適当な操作を加えること

で数仙変換が可能な情報をあわせてここではにくい意味で行政数値情報と１１平

ぶことにする。

行政数{直情報の｢'１には，’五|家安全保障その他の:ＭＩ１で行政上秘密保誕扱

いが適当な怖報がｲ(Ｍｉする。この椀の''11i報を除いた行政数値'|i\報が，一般

に統計'三|的にlili)|]することの可能な|吉報の情報iiiとしての上限を与える。

この行政数仙l11j報は，（a)業務統計として既に公表されているもの，（１））

業務統計として作成されてはいるがVjiら行政機関内部でしか位１１１きれてい

ないもの，（c)人力処:li1I1されてはいるが業務統計として十分ii1i)Ⅱされてい

ない行政数化情報，それに（（１）収集はされているものの，業務統計化の

ための入力処理は行われていないもの，とから柵)Jliiされる。

このうちのまず，上記の(a)，（b)について｣､してみよう。

行政機関は，収集した行政情報を－部は生の情報としてiIlI接，また一部



諸外|玉|における行政怖報の統計利)11の:IiM状とわがｌＩｌ統計の課題８４１

は統計に編成することで各枕の行政施策に他)Ⅱしている。行政機関内部で

作成される業務統計の'１１には，定期的に公表され，現実のさまざまな分野

の笑態}Ｍ１に不可欠の`|青報として広く利１１]されているものも少なくない。

しかし，業務統計の公表については桁定統計のように統一的な公表義務規

定が存在するわけではなく，公表の範lIlはもとより，そもそも公表するか

どうかについての》ﾄ１１断がｲldjl々の行政機関に委ねられている。行政機関内部

での業務統計の作成状況については，今のところ印)11111物等で公表されてい

るものに限定した一覧リストが総務庁統計局統計』鰹Vi部によって作成され

ている〔統計基i((i部(16)〕だけで，各府省のIjj(局Ｉｊｉ(課でどのような業務統

計が作成されているかについては，当該部'''１の関係料以外には殆ど把握き

れていないのが実Ｉ１１ｉである。ちなみにアメリカでは「1980年ペーパーワー

ク削減法」（ThePaperworkReductionActofl980）が，統計情報だけ

でなく広く行政情報も含め，連邦行政機関等が収集する情報を包括的に把

握しており，それについては|司法の執行官庁である大統領府の行政予算管

理局では，統一的データ・ベースである辿邦'１ｉｆ報検索システム（Federal

lnformationLocatorSyste、）に議録され，新伽,lの情報収集の企画立案

にあたっての重複等の事前チェックに川いられている。

次に，（c)のすでに業務統計化されている行政数仙情報の追加的な統計

利川面での可能性について凡てみよう。

貿易統計，交迦事故統計，出入|玉|符1111統計，］倣業安定業務統計をはじめ

として，わが国では多くの業務統計が，公表され様々な分析や政策判断に

広範に利111されている。しかしながら，その公表の形式を見ると，本来，

行政情報としてそれが潜在的に有している統計として利)1]可･能な'情報量と

実際に業務統計として公表され－股の利)１１に供されているものとの'１１１には

大きな乖離がある。現在公表されている業務統計の結采表章形態に特徴的

な点は，当該行政機関の地域管轄出先機ljM別の件数データが集計表として

しばしば禍げられている。このような結果表示は，分析上の利用Iilliｲ1mとし

ては，事実｣1，lil純集計表的な情報鼓しか持っていない。にもかかわらず
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このような表ご章形式が業務統計でいわば定型となっているのは，おそらく

その作成|]的のひとつに，当該行政iiIi1肋についてのl当I己評iilli資料，さらに

は業務品報告のと')まとめというIllImiがあるという事情によるものと考え

られる。

ちなみに郭1判はl98Miに，１１１入|工１，ｌｉｌ１化，人'二1動態等のデータをⅢい

て，当時わが|正|で急｣刺し始めていた不法磯WY外国人数の挑計を試みたこと

がある〔森(9)，（10)，ＭＯＲＩ(11)，（'2)〕。これについては，その後1990

年から電算管､11の'1}入'五|データをIlIいて算(I|された数仙が，所艀の行政機

関から定ｊＵｌ的に公表されるようになった。これは，外国人の|=１本への人|］ｉｌ

に際して_'1除時に作成されるＥ/Ｄカード（入|玉ｌＩＩⅡ玉Iカード）に印)Iilllされ

ているカード番Ｕ･をキー情報として，入国の際に証Ｉ?l]された洲在許可期''１１

情報の入力紬来とＩⅡ国記録'１iIi報とを１１((谷することで，Ｊ１ﾐ11K合のケースをい

わゆる不法Ili{W外国人としてその数をｌＩＩｉ計したものと考えられる。

行政事務の11i算処1111の艸及に伴い，ますます多くの行政情報がｲlJil体ベー

スで，すなわち統計訓在におけるｲllil架と|司等のイメージで師lli持，保管され

るようになっている。その激lLkでは，行政機関が保ｲ丁する行政数Ｉ直情報に

ついては，少なくとも情報処川技術にＩｊＵする|Ｍ)，一般の調在統計と|司様

に多7Kクロスあるいはよりｉｒｌｉ唆な分析｢〃利)1)が''J能な状態になっているは

ずである。このようなhli報そのもののｉＩｉＭﾐ的利)１１１１．能性と一般に公表され

ている業務統計からｲﾘLられる'111j報とのｌｌＵの落兼の大きさは，イ｢政数仙liIj報

が不光今にしかiiIi)l]されていないことを物語るものである。

こういった行政数仙II1j報の他にも，Ｉﾀﾞ']えば，－１２記(｡)に該当する情報，

すなわちiiiにｲlljlMllの計数として実際の行政事務の遂行に仙１１]されているだ

けのI11i報，あるいは行政事務の遂行過概で収集あるいは作成されたものの

行政事務の遂行にも特段ｉｉｌｉ１１ｌされることもなくただ一定の』U1111MllI持，保櫛

されているだけのii1i報もあるものと考えられる。

ところで，行政機関が保ｲ丁する行政ｊ|：数仙iili報の''１には，企業や事業所

等の名称や〃｢ｲｉｉ住ﾘﾘiなど，標本調森の災ＩＩＬの際の標本l111Il1のフレームとし



諦外|玉lにおける行政I11i報の統計利)ⅡのりA状とわが'正1統計の課題８４３

表４行政,情報の種類とその統計目的での使用可能性

ｒ(五~］IIL状で業務統計として一般に利川而'能な行政数値'背報

RijHI蕊詞新たに統i汁への仙''１の対象となりうる行政数値情報

|~てJ刃調査ﾌﾚｰﾑ,統計ｲ'１万:のﾏｯﾁﾝｸﾞⅧｷｰとして利)'１可能な行政情報

ての111集団情報の終ｲilli，さらには統計相互ＩＨＩの連結による新たな統計`情報

の独得にとって不1111欠なマッチング･キーとしてのデータ・ベースの整ＩｉＩＩｉに

利''１可能な情報も含まれる。これらは行政数値情報とは異なる次元で統計

の作成に貢献するものであることから，このような形での非数値情報の利

111についても，広い意味での行政情報の統計'二|的での使用として(iX殻づけ

ることができるであろう。

表４は，以上論じてきた行政`|吉報の統計'三|的での仙)i]TiJ能性を一随表の

形で図示したものである。

（３）行政数値情報の利活用による統計の高度化への対応

前項で論じたように，公表され~股の利川に供されている業務統計は，

行政機関が作成し保有する業務統計の一部であり，また後者も，統計化可

行政情報

行政非数(|(［

情報

行政数Ｉ[伽!』報

(数値化可能な

非数値傭報を

含む）

名称，miLｲ1了

地等の１１'州｛

一般のjl：

数仙↑I1jWi

行政｣:秘脹

すべき↑iIi報

統計への仙

)Uが『ﾘ能な

行政数Ｉ１ｌ〔Wｊ

報

業務統計化されて

いない行政数化↑I'j報

業務統計化されて

いる行政数仙↑Iij報

ju)jlI活)１１の

､l能な情報

lUM:業務統計

非公表

業務統計

公表業

務統計
① 
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能な行政数値情報が本来的にｲ丁する情荊侃に比べれば，liiにその微少部分

を織成する部分集合に他ならない。その意味では行政怖報の統計ロ的での

柄)'１に１句けての展開力|ｲﾘのひとつとして，現ｲlz，不十分にしか活)|]されて

いない数値情報のより本格｢|りな利川がある。その''１には先に例示的に紹介

した行政情報をｲＭ:にリンクすることによる新たな業務統計`Ii1j報の作成も

当然含まれる。

行政事務処:Ii1l1のf剛:化により，行政機１１Mには従来にも噸して統計化可能

な行政|吉報が，大品にしかも容易に))Ⅱ工処li1I1のできる形態でストックされ

てきている。１１記のzlｲ例は，こういった行政情報の統計への利川が訓杏統

計からだけでは得ることのできない現状に関するよ')豊富な認識材料を捉

供できる可能性を持っていることを示すものである。その第一次的展Ｍ１方

|ｲﾘとしては，１１Ｍ:の業務統計それ|÷１体の外延的拡張がある。

しかしながら，統計の今後の'１１長ｊＵｌ的展開を眺望した場合，行政数値情

報の統計への利)|]のまさに核心的部分は，業務統計の111なる外延的展開と

はm1りに異なる点にある。二[i膿弘安もすでに的ｲilIiに柵iliしているように，

｢行政記録から統計を作るだけでなく，行政記録と統計調査を結びつけて

統計を作る」〔工藤(15)29頁〕ことができる点に，既存の統計調査の111な

る部分的代替だけにとどまらず，統計の新たな展開可能性がある。

それはlijLなる｝''１象的な可能性の領域にあるのではなく，すでに諸外|玉|で

は尖際の統計実践として現災のものになっている。例えばイギリスでは，

すでに30年iiiiから人'二1センサスの約100分の1のｲ111出標本データを氏名，住

)ﾘT，艇ＬＬ'三|を連結キー情報として政１１１Ｗ他'|'央識録（TheNational

HealthServiceCel1tralRegister：NHSCR）’1i\報とリンクすることで縦

断、データとしてのLongitudillalStudydataを作成〔森(17)79頁〕して

おり，他のいくつかの'正1も揃似の統計系ﾀﾞlIが作)jliqされている。また，２００５

年４)]の国際統計tilI1会（ISI）大会でアメリカセンサス局から報告された

LongitudinalElnployerHousehol〔lDynamics（LEIID）は，》ll々の行政

情報として収jliされた雁川にⅡMする企業，ｌﾙﾄﾙ，そして雁Ⅱ]稀,Ii1j報が識別



諸外|玉|における行政Ｉ背報の統計利川のＪＬ状とわが'正|統計の課題８４５

キー'情報によってｲＭ:にリンクされ，地域》||，産業別その他についてＩＩＬ|半

期ベースでの集計統計他としてのTheQuarterlyWorkforcelndicatorｓ

を算出するというものである〔氷'11(21）３頁〕。

5．行政情報の統計使用の社会的意味

行政情報の統計'二|的への活川については，報告判負担'條減策のひとつと

して「1995年答１１]」に初めて畷l)込まれ，今次の「新展I｝M」でも継承され

ている。これについては調査情報の政府統計機関の||ﾘでの共布.化以上にそ

の実現に向けての壁は商くしかも厚い。なぜなら，行政情報が行行政機関

における､i(同源課での業務遂行に直結したまさに祈抽と表裏一体のものと

してこれまで位iiliづけられてきたからである。

これについて，わが'正|の「統計法」のillil川iiiul11はそもそも行政情報には

及んでおらず，その後にIIill定された「統計報f1f調整法」も，妓終的には

｢報告様式を示して提出を求める一定の時点又は機関についての報告で，

その結果の全部又は一部が統計を作成するためにⅢいられる」いわゆる

｢統計報告」にその週)１１が限定されることになった。言葉をかえれば，一

般業務報告への統計訓幣機関による新たな）jIMIillに抵抗する原局原課の壁

が，新たにIIill定がi((ﾐｲｉｌＩｉされている訓轆法ﾌﾞﾘ,lの週)Ⅱが決して行政情報にまで

及ぶことがないようにその範､11に対して厳しい限定をhllえるという洲illを

めぐる行政ﾙ'1織ＩＩＩｌのぎ')ぎりの妥協の_'1にようやくIJlii立にこぎつけたのが

｢統計報告調幣法」であった(4)。

lliiii調による行政刻下務のiii索・効率化という追い瓜の'１１で取りまとめられ

た『1995年答１１]」で初めて業務資料の統計'二|的での仙)Ⅱが本格｢1<]に蝋り込

まれた。しかし行政事務の効率化についての政府による|#|議決定にもかか

わらず，その後この捉言内容については，それの具体化にliLijけての取り組

みがlHl始されるという形では事態は必ずしも腰|)|Ｉしなかった。業務情報の

統計'二｜的での活IlIのIliIl度化に向けて当時絶好の追い風が１１kいていたにもか
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かわらず，法Ilill化にlhlけてのllYlﾙM1みは，杵IIJのフォローアップ事業のプ

ログラムに上ることはなかった。そのうちに追い瓜もIl1み，稗''１での拙言

は，lilなるひとつの歴史文諜となったのである。

業務処:li1lLの↑剛:化に伴い，イlI1il体ベースでのli1i報の形で緋持，保符されて

いる業務記録が持つ統計化の可能性は，少なくとも情報技術的には整って

いる。しかしながら，すでに館4節で､論じたように，尖|際にljlU司原課で業

務統計として細ｉ１ｊｌｉｉされ，統計数値として仙１１１されているのは，行政`情報が

瀞ｲi;iI9にｲ丁するIi1j報の一部に過ぎない。また，業務の所管分りWに関わる統

計として公表されるものも，その多くは本来的に当該行政Iiili鋤に伴う総ilf

の枝姉あるいは予鈴:．要員要求のための行政'二|已評I111iを裏付けるデータと

して作成されたものである。もし様々な方法で行政機関が収集した業務''１１；

報がこのような形での「行政ｌ－ｌ的」にしか仙111きれていないとすれば，そ

れは'Iiv報の不完全利１１]である。またたとえ専ら行政'二Ｉ的でのＩﾉﾘ部使川のた

めだけに迫))lliI9な〃Ⅱ二ｌＬ処Il1が行われそれが与えるⅣi見に飛づいて行政課題

が設定されまた'|'常的な行政が遂行されているとしても，行政主体である

行政機関とその政策対象としての|工lIGとのｌｌＩｌにはlﾘ|ｲiliiな情報の非対称性が

存在し，国民は限定的な情報の~｢でしか行政の機能について評I111iができな

い。

このような意味で業務情報の統計|=|的での仙)11は，IlHil々の行政情報の公

|;Mによる行政ｲ丁為の透'ﾘ|性のｲilli保とはＪＩＬなる次元で，行政機'111が保有する

行政'１１１;報をめぐっての国民と行政の'''１の関係にとって次のような積極的IIIll

iniを持っている。すなわち，その統計化を横IiI(的に追求することで，より

豊涼化された:'ﾘﾙ|ｋ認識の素材としての統計データを行政はもとより国民各

Iiziが共打し，その多iimj1Il11I，分析をjuDじて，これまで几落とされていた

ものも含めた多様な政策課題の選択)技の集合の''１から，一定の優先lllii位に

従って政莱選択を行うことができる。これによって行政活動そのものの透

'ﾘ]性が旭(果され，政府もまた政策決定に対する説'ﾘl責征を来たすことがで

きることになる。このような意味でｲ｢政''１';報の統計'二|的での仙)Ⅱは，111に
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行政情報によってそれまで統計訓森によって収集されていた統計､;(11i位'Ｉｉ１ｉ

報の部分｢19代替を通して報｛』十打flllIをl峰Ii1iiIiするだけではない。それは，す

でにi征外のｺﾞﾐ要|玉|では行政のｲ'三')力の川iiitjとなっている行政とそれが保有

する行政情報の関係をわがＩⅡ|においても笑JMする」1でのI11i要な第一歩とし

て位iifづけられるべきである。

イ｢政情報の統計への1,Ｉｉ１１]は，まず，それが持つ統計化可能な情報量を業

務統計として最大'11Aに統計に活かすことで，それまで統計調ｲrが全く対応

できていなかった分り\やIiili肋の諦局Ｉｉ１ｉについて広範な統計系列の盤llIiを可

能にする。さらに行政情報を既存の訳l在データとリンクするための統計上

のインフラが盤ＩｉＩＩｉできれば，これまで訓在統計もさらには業務統計もlii独

では来たしえなかった新たな統計Ｉｉｌｉ報のjlMLがTII能となる。特に行政,Ii1i報

の''１には，行政組織の指揮命令系統によってlu鵬されるlliil1態情報が多く含

まれる。行政情報の訓在データとの迎結利)'1は，：IiM：行われているクロス

セクション型の洲JIflTil三上のリンケージイｌｌ１ｌ１とは異なった意lLkで，わが|正|の

政１１１:統計でその盤ｲjIliが特に立ち遅れている動態的要素をMlliえた新たなタ

イプの統計を広範に終{illiできる可能'Ｉｌｉを持つﾉﾑ(からいii11される。従っ

て，行政情報の統計へのiiIi川は，－ﾉﾌﾞで柾|ICの報告州１１を01脚i脳すると同時

に，他方では高度化する統i汁ニーズに対応するための新たな統計資１%(捉供

という二丁ｉｔの意lLkで，わが'玉|の今後の政附]:統計にとって決定｢1りな意義を持

っている。

各国での行政情報の統計への積Iii(iI9iiⅢの収')illllみの根底には，’五|民に

報〈芽i1lllを課して行政機関が１Ｍきする行政,Ｉｉｌｉ報をめぐる行政と|玉1民との関

わりについて，アメリカの「ペーパーワークi1111減法」のいわば法の)|《i1iiIlIに

あたるものとして示されている次のような認識，すなわち，行政による情

報１Ｍﾐｲｱ為が，その仙川によって新たに行政が提供できるサービスに１１((ら

してZZ当かどうかを|玉|民が評1111iするという社会の共jllD認識があるようにA1Ａ

われる。アメリカでは|司法のIlill定に伴い，報ｲLf収集の[''計iを行う行政機IjM

は，liiにその行政遂ｲｉ－ｌ２の必要性だけでなく，具体｢IOなＩｉｉＩｉ１ｌ１による行政サ
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一ビスの|句｣1という結果還元のｍからも行1州:班予鈍:局（ＯＭＢ）によっ

て厳しく審在される。またwli1i報ｌＭｉの妥当性については，報告者である

国民にも意)し陳述の機会がIlill度的に保証されている。このような審査業務

を皿じてＯＭＢは，統計|吉報並びに一般業務li1j報についてその収集を包括

的に把握し，しかも|司局による法の執行状況については，行政濫在局

(ＧＡＯ）による査察の対象となっている。

これに対してわが国の現状はどうかといえは，各行政機関が一体どのよ

うな行政情報を収集しているかについての統一的な一覧リストさえ存在し

ない。各府finlW可)j;(課がどのような行政情報を収集し，またそれらが政

策洲廻の発見あるいは']常の業務遂行にどう生かされ，さらに政策結果に

対してどのような評I111iが下されているかについても，基本的に国民がirI接

アクセスしえない行政というブラックボックスのｉｌ１に１１ｆｔかれている。

政)ｲﾘﾆ統計は，多大な報告it胆並びに人的・財政的経費を投入することに

よってはじめて作成されるものである。それは，作成することが'二l己'二|的

ではなく，JIA状認識のための社会的'１ｉｆ報資廠として，政府はもちろん|正|民

各liflによって)よく〈利１ＷⅡされてこそ，それに投入された資源品に見合った

だけのI111i値をU|き出すことができる。もし行政情報をより広範に統計にｉｉｌｉ

)1Iすることができるようになれば，情報公|ｻﾄ|による行政行為の透[ﾘ]性の確

保とは全く異なる次元で，社会はよ')豊富な肌状認識のための資料を稚得

できることになる。それによって，複雑・多様化する現実に関する様々な

問迦点や政策課題の発見が可能となる。政府はそれらの'|]から，予算Ilill約

の'１１で肢も妥当な優先11111位に従って政筑を決定，実施し，その効果につい

ても統計を)|Iいた開かれた形での包liF的な評Iilliシステムを榊築することが

できる。

このように，行政１１１;報の統計へのＩＷｌｊは，111に1玉|民のＩＩ１Ｉでの報告負1111朧

減簸の１つであるだけでなく，新たな統計の可能性，ざらには情報を媒介

した国民と行政との新たなｌｌＭ係のｌｉ慨築につながる契機ともなるものであ

る。報告負批峰減のｲ丁効な力簸としての業務情報の油)Ijや情報の真の意味
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での共有化については，これまでのようなliiに糠'１１|ﾉﾘ容のフォローアップ

という体Ilillでは|÷'ずと限界があり，統i汁インフラの雛I111iも含めてその法Ｉｌｉｌｌ

度面での具体化が喫緊の課題であるように,Ｗうれる。

6．行政情報の統計使用の制度化に向けての検討課題

（１）諸外国における関連規定の整備状況

すでに;Ｈ１介したわが'工|の統計審議会の「1995年杵１１１」やアメリカの１９７７

ｲ|ﾐ1011の「述)11文書に関する大統'iiH委11会」の提言にも示されているよう

に，行政情報の統計'三|的でのｲ]~効iiIi川の必要性については，報flT肴負liLlの

!|碓減illiびに拡大．多様化する統計需要への対1心のiiIiimiから，諸外|正|の政府

統計機関は以iiijから'1M心を持ってきた。それのIlilll史化に当たっては，行政

|iii報の統計|=|的での統計作成機関への秘jl吸にUMわる法盤ＩｊＩｌｉが必要となる。

この点について，すでに１１'外のいくつかのllHlでは，その整Ｉ１Ｉｌｉを行い，行政

情報の統計ir1iへの,iiIi)１１システムを榊築している。そこでまず，それについ

ての事例を以下に紹介しておくことにしよう。

（Ａ）行政情報への包l11i的アクセス椎の統計作成機関への付与（カナ

ダ，フィンランド）

①カナダ

’11:界でも数少ない－|iii集ＩＩＪ型の統計システムを持つカナダでは，’１１央統

計局にｲ丁政怖報への包括的アクセス権が付与されてお')，他の行政機関は

そのｲﾌＭ俄務を持つことが，同|工1の「統計法」に'ﾘ1記されている。

すなわち，同法は，統計)可の所掌業務をjil,L定した鋪３条節２項で，

他の行政機ⅡUとlilllﾉﾉし，統計情報（当該行政機ljUの業務を皿じてｌＭｌＬされる

統計を含む）を収集し，Jl1ll二ｌＬ，及び公表すること。

と，行政Ii1j報の１Ｍ卜仙)Ⅱも含めた統計hIiiIlil)を規定している。

実際に|TMjの行政記録へのアクセス樅|限を）j,L定したのはfin113条である。
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以下に，アクセス１Ｍ:に対する罰1111を定めた|可じく第32条とともに示して

おこう。

雛13条（記録へのアクセス）

本法の趣旨との関連で必要となるIi1j報を１Ｍ｝することができ，若しくは当該

情報の完全化蒜し〈はI'釘lﾐを支援する文書又は記録であって行政機DM，地方

’二|袷休，法人jMl織，企業，オ』｢し〈はそのＩＭｌ紬に保持されているものの保悴

者は，かかる'二|的のために統計局長が当該情報の取得椛限を付与した淵に対・

して当該情報アクセス権を付与し，又は当該情報の完全化若しくは修J1ﾐの支

援をしなければならない。

鮪32条（記録へのアクセスの11i否）

次の各号の－に該当する行為をした行は，犯罪者としてllU決判決により1,000

ドル次の罰金詩し〈は６ヶ)三１以下のEIlIl)１１１又はその併科に処する。

①行政機関，地方'41治休，法人組織その他の'111体の文評又は記録であって，

本法施行のために収集される情報を１Ｍ卜し得るもの又は当該情報の完全化若

しくは修正を支援するものの保管打が，本法に）,Lづいて統計主幹が椛限を付

与した片に対し，当該情報へのアクセスを11i絶し，又は僻怠すること。

カナダの「統計法」にはこのように，J1ﾐ行為に対する罰I1llという強制を

伴う形で行政’'11i報の統計|=|的での利１１１がIIill度化されている。なお，このよ

うな行政情報の統計'一|的での移転に|財わる包括的諸規定の他に，税務情報

の|司局への移j陸に関わる次のような規定も設けられている。すなわち，

伽4条（所得税法に｣iLづく''1告書等）

本法施行のため，本法第17条に荻づき，

①統計局長又は統計局長が椛限を付与した衿は，総督が本法所管大|Ⅱ及び'垂｜

家歳人大lFiの勧告にJiLづいて定める方法及び期|]に従い，所得税法若しくは

iiIi斑税法節4章の施行のために|玉l家歳入大１１１の名の下に，llY得した[|'告諜，証

ｌﾘ｣沓，陳述書，文評その他の記録を調盃し，並びにこれにアクセスすること

ができる。

②|玉|家歳入大lliは，統計局長又は統計局長が当該記録の訓森･利川権限を付与

した衿に対し，’１１告書，証lﾘ|評，’111〔述書:，文諜その他の記録を総督が本法所

特大|J1及び'玉|家歳入大|f【の勧告にＪ１こづいて定める方法及び期'三'に従って供)Ⅱ

に付きなければならない。

このj1JiL定はおそらく，同局が企業，事業所を対象とした統計調査実施のた
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めに維持符班しているビジネス・レジスターというフレームの更新に必要

な'111i報を得るためのものであると考えられる。

②フィンランド

フィンランドの「統計法」は，国の行政機'1Mに対するデータ提供義務Ｊ１ｉｉ

ぴにその免責規定を次のように定めている。

雛11条（データの提供義務）

(1)|玉|の行政機関は，秘辮保持に11Mするｊｊ１ｌ定にかかわらず，フィンランド統計

局に対し，lE1家安全保障上のＭ１]により又は'1|防上の利絲のために秘密保持

を要するデータを除き，統計の作成に必要な各関係行政機ｌｌＬｌ保ｲ｢データjlliび

に'２|己のiili動，１１ｲ務状乃11,ノMしぴ義務にllLlするデータを提供する義務を負う。

(2))１，１１''三i三，ｌこ'営業盲什及び｣|皇法人の公的企業は，統計作成の必要に応じ，フィ

ンランド統計局に対し，｜］□のiii｢illﾘﾉの櫛iliIi，」j場所，所ｲ｢折，１１ｲ務状》Ｍしぴ4ｋ

雌物にljlilするデータ)''２びに|:|己のＩｉｉＭ１)に必要な資１１Ｍしぴその仙)'1状bllに'1Mす

るデータを提供する筏務を負う。

(3)地力政府機関は，統計作成の必嬰に応じ，フィンランド統計局に対し，’二ｌ

己の11ｲ勝状況，ＬＭＩｉ物ﾉMしぴサービスにⅢIするデータiilliぴにlIl己のiiIi動に必要

な資柳川しびその仙川状Ⅲ｡に|塊Iするデータを})Ｍ(する義務をiiう。

(4)法H1，政令，又はかかるiﾉ《律や政令に」,（づいて充}||された命令，又はなさ

れた決定の効力によって公務を遂行している１１M人は，統計作成の必要に応じ，

フィンランド統計局に対し，’二1己の11ｲ務状UU，ＬＭｉ物及びサービスに|1Mする

データjlliぴに'二|己のiiMiIに必要な登illiWLぴその使川状》１１に|側Ｉするデータをｲ)ＩＩＬ

供する義務を負う（1998ｲlil2Ⅱ１８[|付け節1039り)。

(5)北川１Ｍ織，卜I|体，ノリしぴ11ｲ111は，統計作成の必要に応じ，フィンランド統

計局に対し，「l己のＩｉｉｌＭｉｌ１の繩jflii，」ﾘﾙ所，所ｲ7打及び財務状》,ｌｌこULlするデータ

illzぴにｆｌⅢ可能な資肌l(にllMするデータの11,1供義務を１１う。このうち，’１１央年

金保障|肋会（CentralPcnsioIlSecuritylnstitute)，ネ|:会保険協会（Social

lnsurancelnstitutioIl）及び地力政川ﾄﾞ余|肋会（LocalGoverllmentPensiolls

lnstitutions）は，更に，契約櫛及び保険給付片のllill(業，雁)'１契約に関して，

'二|らの保有データの提供:茂務を負う。

弟12条（データ捉供義務の免除）

統計関係行政機|ﾘﾘは，データ提供によってlml騨打が不当な支障を被る場合で

あって，データ提供の免除によっては統計作成に大きい妨げがL|北ないとき

には，当該|['|答料の要iiiIiによ')，データのl)&供雑務を完介に又はWlj分的に免
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除される。

（Ｂ）行政情報の統計|Ⅱ'０での仙)Ⅱ許可）jliL定（フランス）

フランスの「統計ifr料に係る義務，調盤，及び秘辮に関する法律」第７

条３項(l)は、イ『政_'1111集されたデータを統計作成'二lilOに限定する形でそ

の利川を次のように認めている。

本法２１(1)７条２｣T[の血)||として，政府機関，公｢'9'１１体，111力政Ｉ１ｌ:もしくは公共

サービスを迎悩'している私法_|:の，機関によってIIIlli務遂行Ⅱ'１集された自然

人に関するデータは，職業｣二の機密に反する規定であるにもかかわらず，統

計作成の'三|的にのみ使うのであれば，｜工|立統計経済Ⅲ究所（INSEE）及び各

行統計部局に送付することができる。

（C）業務|ｉｆ報も含めた統計'二1｢１９での利)l1jiL定（オーストラリア）

オーストラリア統計局の｛[務を）jlil定した「lil局設iiM〈」第６条は，各省

の統計Iiilillilの訓終の一環として，統計|]｢19のための業務記録も含む情報の

収集手段の最人lIA利)Ⅱを次のように)jM定している。

(1)局は次の椛能をｲ｢する。

③各街の統計のIUUli，細４Ｍしび広報IiiIi動について主として次の観点から総合

的に洲蝶すること。

（iii)統計'二|的のためのＩ料肌しぴ公的機関がｲ|Ⅱ|]可能な''11j報lluﾐ手段を蚊大阪

に利)|Iすること。

（Ｄ）報告の徴集･受領に関わる椎llMiL定（アイスランド）

「アイスランド統計局に|典Iする洲='1」ではその21Ｍ条が，｜司局が'1:'央政

府の責務とされる維済･社会に関する報〈Lf徴集の今ての椛限を有すること

を次のようにIj,L定している。

(1)現行法ｊｌｉ１１ｌ，川,'１１１１その他によ'川lｲ[’’１１央政1(il:機ljlilの責ｲJ:とされる経済およ

び社会に関する報｛｣｢の徴集と受領にljL1わる全ての業務は，アイスランド統計

局の責(｢:とする。



諸外国におけるｲ丁政`ｌｉ１ｉ報の統i汁ｲ１１)Uの塊状とわが'玉|統計の課題８５３

以_上見てきたように，)JA定の強99そして表現の具体性にこそ差はあれ，

多くの|玉|でｲ丁政情報の統i汁'二|的での仙１１１のｲﾆMllみがすでに統計法蝿等の'二１１

にＷ)込まれている。ところで，アメリカにおける「ペーパーワーク削減

法」の成立と１１M逃して先に言及した「連邦統計システム1ﾘ編成プロジェク

ト」が1980年12)1に'1)した般終報〈!fの「追記Ａ」は，１両Iプロジェクトが大

統領府に設置を提言した統計政策局の)司内の$'1紬並びにそれらの業務につ

いてのよ})誹細な説Iﾘ|を-ﾘ･えている。その'１１に，本節で考察した業務ｌｉｌｉ報

の統計|]的での使用と'１４述して次のような記述があるﾉﾊ(が注|=|される。す

なわち，

「統計'三Ｉ的に対するｲT政記録の効来｢1りな利１１１の()11巡によ')，ペーパーワーク

it胆をlljll城すること。行政記録に）,Lづく一般的ノリしぴ多Ｉ｣的のサンフ゜ルデータ・

システムのfiU設及びﾙllilW)ためのrillmiを開発し，）ﾘi符すること。行政記録を

統計'三|的にjliil合させるための柵iilfを}((；逸すること。統計|]｢|<)への利川I111iｲｉｆ〔を

商めるような諸報告形式の改善を勧〈!｢すること。」〔(7)407頁〕

ここには，jlil(告負IiLlの１１脚戎策としてＭｉ存のｲ｢政情報を統計|=１１１勺にliiに活

)|Iするだけでなく，そのために行政記録の報〈Lf形式を統計'二|的での仙川に

11,谷するように改善をIILすというよ')積極｢１<)なI１１ﾘlきかけの要素が'ﾘl示iI9に

示されている。この大統領プロジェクトの稗ｌＩｌｌﾉﾘ容については大統領の承

認を得ていたにもかかわらず，突際には了議且立法として成立した「1980年

ペーパーワーク１１１１減法」が要請した機榊改111〔に行み込まれ，組織)liiぴにそ

れが来たすことを期待されていた諸椛限・機能もついに突現されることは

なかった。

lTij法の施行に伴うアメリカにおける迎邦統計Ilill度改J1I1iもまた，統計とい

う特殊な行政行為へのjl鰍Ⅱがもたらした負の教訓として，災'五|におけるレ

イナー改革と|司様，統計行政史｣xに記録されることになる。その後の法改

JlXにより，Ilill皮ｍでの部分的な手iiIしが行われるが，上に規定されている

ような報告iMLll隆減策については，今Ⅱなお実現していない。もし，統計

Ｉ１ｌｉ報の収集に関わる報fLriilLlが，一般行政I11iililMiljll減莱としてのペーパー
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ワーク'1111減とは11Ｗ【のものとして認識され，そのような形で法Ilill度化が図

られていたとするなら，同|正lにおける報告１１仙降減のための統計政莱は現

状とは異なるlRLIlHを遂げていたものとAllわれる。

（２）行政情報の連結利用のためのインフラ整備の必要性

行政機ljIlの１%(iilRが)ﾘi符業務を遂行する過職でjlll細外部から収集あるいは

'二lら作成する柿々の行政,Ii1i報のうちIl1ljl体１１i位でのI1f報については，＿'2述の

外|玉|人出入国カード粥号，イＭＹ受給稀濡号，納税稀悉号といった対･象者繋

〕ql1番号その他のiiiMll洲iを付した形で，文書あるいはfljhｲ滋(〃記録として保

杵されている場合が多い。このような場什には，これらの識別情報をマッ

チング・キーとして仙)|Iすることにより，それぞれ独立の行政ファイルと

して保省;されているｲll1jlllllM報を相互に連結することで，イl1ljl々のファイルか

らは得ることのできない新たな情報を比較的容易に作り'１}すことができ

る。現実に業務の遂ｲ『に必j異な迫力||｢Iザli1j報の人手にどの概度IiiM1されてい

るかは定かではないが，これは業務統計として他)Ⅱすることのできる迫力ｌｌ

的な統計Ii1i報のセグメントをWWi1戈する。

一方，行政'１１１i報をlUIiｲj:の訳l在データと述給仙)|]する場合には，これと小

'１背が異なる。そこでは例えば北欧やアメリカの社会保障番号あるいは氏

名，住所，２Ｍリ１１=|といった識別Ｉ１１ｊ報が，イlIljl体ベースでiilii者のレコードを

接合するためのマッチング・キーが必要になる。すでにレジスター・ベー

スでの統計Ilill度を柵築している北欧諸|玉|では，統一的!！((谷キー悉号を)||い

ることで俊数のレジスターにそれぞれ保櫛されているIlM体''11j報がひとつの

レコードにＷＩＮ,,|成され，それを統計原iii位`Ii1i報として統計が作成されてい

る。そこでは，後に見るように，行政情報そのものもlﾘ|らかに統計への仙

川を前提してｌＭｉ，作成，保符されている。このような北欧など一部の諸

|玉|さらには全数洲森として尖施される人'二Iセンサスと｛l1Iil人ベースでの行政

情報とを迎結したイギリスのＬＳデータ（LongitudinalStudydata）等の

縦断､iデータといった一部の統計を除けば，アメリカの社会保障番号を姉



諦外'五|における行政I1Ii報の統i汁ｲ'１川のDJ状とわがllil統計の課題８５５

め各ＩＥＩが業務｣ﾕﾙ||村j１判!しているレジスターの識川'１１j報は,今のところ社

会の圧倒的柵戊,1をカバーしたマッチング・キーとは必ずしもなっていな

い。その懲味では，Illjl人やＩ山|if統計については，行政情報の訓森データと

のｲ,1,j,体ベースでの連結仙)Ⅱを実現するための統計作成iniでのインフラは，

なお未幣Iilliである。

それでは，企業や事業所を対･象とする総済データについてはどうであろ

うか。

わが国では，小業所．企業統計調ｲfからｲ('Lられる対象企業．事業所情報

のJiLzM9脳,雌,青報を)I]いることでﾉｹﾞ,i簿が盤ｲ１，,iされ，それが企業等を対象と

する行櫛の統計誹怖の対当kfi簿さらには標本ｉｌ１ｗｆの'１''{''フレームとしてこ

れまで仙川されてきた。それは，二'7業所･企業統計訳'布の笑加年に災ｌｉｌｊさ

れる二,二業統計等での対.象企業，事業所について，その把棚史が他の災ﾉﾘ'１年

に比べて大,'１mに故稗するといった形で統計の''''1質のｲM1保という川で一定の

有効性を持ってきた｡

しかしながら，この訓杏による対象ＩＭＭがあくまでも調杏'１による'二'祝

という方式をとっていることから，企業の業態の多様化，企業活動の多角

化，分社化，さらにはサービス化や'Ｔ化の進展の紡呆，訓炎員の['祝だ

けでは対象の把搬が十分できないという'''１題が発''几てきた。調査の突施

に際して税務情報からｲｻLられる企業の所ｲｉｉ地’'11洲等を対象名繩に使川して

いる財務欄の法人企業統計（指定統計第１１Ｗ.）で'''1握される会社企業数

を事業所．企業統i汁訓在の笑施年のそれとでは，ｉiii判が後料を常に~上|Ⅱ|っ

ている。その藻は1980年頃から次鋪に|｝Ⅱき始め，ちなみに200'年の訓杏で

は，事業所．企業統計調ｲfでの把}川：企業数が法人企兆統計訓森の約2/3に

とどまるといった深刻な,),,きにまでなっている。１１１１掘度のjilEIMlIiは，特にｆ

動産業，サービス業，建設業といった業郁でMIJ料:である(5)。このような事

実は，事業所．企業統計訓盗における訓ｲf対象の''１１梶にかな')問題があ

り，それがより深刻化していることを示している。

こ'#業所.企業統計訓森が宿簿|青報を提供することからその把梶度は，他



856 

の企業，事業所関述の経済訓在の１Ｍ【を大きく左右することになる。この

ために統計↑ii：議会は，｜｢1995ｲﾄﾞ稗｢|]」において，事業)ﾘ↑･企業統計調査の名

寄せで得られた名簿に安本金や従業ll数等の岬Ｍ９な}`性情報を力Ⅱえた各

省で共有仙１１１できる企業・二'1難所フレームの｣Tl・急な繁｛ｉＩｌｉが必要であること

を提言している〔(14)'1-12,〕。

このような企業，zljl業所UM係の計Ｍのための母柴|､11フレームについて

は，海外では多くの|正|ですでに行政li1i報もIiili1llした包lili的な盤｛)ＩＩｉのシステ

ムがすでにIlill度的に｛illii立している。例えばイギリスではInter‐

departlnentalBusillessRegister（ＩＤＢＲ）というｆ1.庁Ｉｌｌ１での共|可利川の

ためのビジネス・フレームが1994年に導入され，翌95ｲIiからすでに本格稼

動している。またＥＵは川}ＩＭＩ玉1に対する共汕統計政簸として，９０年代初

頭からＥＵ統計局（EurostaI）を'''心に，その整ｲｉＩＩｉにilll織的に取りilllん

でおり，IILｲ１２では各|正|におけるシステムの雛Ｉ１ＩＩｉから次の段階としてフレー

ムの,１，質改悲に|可けた各国の統計当局に対する支援をﾘii1化している。ＥＵ

ｊＩｊｌｌｌＩＭｌヨ以外にも，カナダ，オーストラリア，ニュージーランドといった

Ⅱ三|英述邦諸|玉|では，企業，事業所関係の調悲尖)liljのためのインフラとして

ビジネス・フレームがすでに稼動している。

ところで，企業，事業所１１M係の調在のためのビジネス・フレームの盤ｲilli

という点でのわが国での取')組みの現状はどうであろうか。分|汝型統計ＩＩｉｌｌ

度の下で訓在名簿の膿ｲｉＩｌｉＭＬ本的に各省杣|当Ｉに行われることが多く，

｢1995ｲ'二審''1」にもかかわらず，統一｢１９で完Iilliした訓祢フレームの盤｛illillli

ぴにその共ｲ1.仙川という力lhIIで､の有効な１１１１)(Ⅱみはこれまでほとんどｲ了わ

れてこなかった。ようやく２０()６（平成１８）年に実施が二]f定されている三11業

所･企業統計調査から１ＭLられる企業，事業所,Ｉｉｌｊ*Mに税務当局が保有するｲＴ

政|背報の'１１の名簿'|背報を補完利１１]することで訓査のためのフレームの盤I1lli

を行うというIDI)きが，イ丁政当局との>|《,Iil)強い交渉を総てようやく実現しよ

うとしている。とはいえ，このような|限定的な１１ｼﾞでの行I攻JIi1j報の仙)１１につ

いても，現行の法Ilill度の下ではその根拠机定が未整Iilliであることから，わ



諸外|正|における行政I11i報の統計ｲ||川のBA状とわが'玉|統計の課越８５７

が|王|における本格的なビジネス・フレームの柿築，さらにはそのﾙ１１拙，更

新について，なお不透'ﾘlな要素が眺されている。

このようなビジネス・フレームの終｛ｉＩＩｉは，iiiに企業，事業所関連の経済

調査の把握精度の向上を通じて，得られる訓在給呆の,W,質の改講に貢献す

るものと期待される。それと|司時に，このようなフレーム終｜illiの意義は，

これとは異なる次元で政府統計の雛I111iに決定的な意義を持っている。なぜ

なら，それが企業や事業所についての統一的な識)ｌｌ１情報をｲ丁することか

ら，企業や事業所関係の各枕調査データ，さらには調査データと行政情報

のIlliI体ベースでの連結による新たな統計情報の雄ｲMLの前捉となる情報イン

フラとしての役;!('1を来たすことになるからである。その懲味で，行政情報

の統計利川，特に調査データとのｲ7機的迎結によるそのｲ丁効活川にとっ

て，糒度の高い統一的なビジネス・フレームの雛｛ｉＩｌｉ並びに緋持，更新は，

その不可欠の雅盤を椛成するもので､ある。

（３）行政情報の統計利用面での制約と将来に向けての課題

業務統計では，統計の作成過ｲ!i;がJIL本的に現突の業務遂行と一体化して

お')，イlljl別業務法規や行政機関の各IilllⅡlの業務遂ｲｱに関わる規程に従って

ｲlljl々の行政情報が把握される。このことは，統計１%(単位Ii1f報の把握のため

に特別な調査刑|織体Ilillを洲杏災施のたびにil[iIilliしなければならない統計調

森での怖報;ｌＵ掘と本質｢１０に異なる。また，業務統計の作成を根拠づける個

別業務法』lのりi1Ilill力は，調杏統計による肥1111のlISliMiな釧域や事項について

の統計作成を可能にする。さらに，例えば)１次のff易額のように，それを

統計調在によって把握するには|膨大な経ＹＩｉや人1=1を要するなど事実上統計

制帖による把捉が不可能な経済活動その他についての特に動態面での統計

的把握という愁味で業務統計は大きな石:在意義を持っている。

それと同時に，業務統計にlLil有なこのような統計作成の論川土，統計作

成そのものの範|)11あるいは作IjIiiされる統計の質をIlill約する。まず，イlljlIl)'1業

務法規を根拠に遂行される行政行為の一環として業務統計が作成されると
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いうこの枕の統計にl1lilｲ丁の事Ii1jは，災を返せばIl11jl々のｲ7敗が及び得ない領

域，各椀ﾉﾘMIiIlの対象とならない経済・社会活動についての統計による把挑

網が設定できないことを意味する。

また，業務統計のための統計､;(11i位情報となる行政数ｲ直ＩｉＩｊ報について

は，統計作成を本来的|]的とした訓杏統計と異な')，採川されるＪＹＩｌ=|の淀

義やカバレッジ，分狗(｣,畔等があくまでも行政耶務の逆１丁をjliil一義的要件

として決定される。また，川尖の業務でしばしば実施される政莱の見I'し

は，定義やカバレッジ等の変災をもたらす。業務統計が厳密な意味での時

系ﾀﾞlli19迎続性の要件を充足していないのは，このことの統計ii(iiへの反映に

他ならない。さらに例えばアメリカの「1980イドペーパーワークI1ilI減法」な

どとy1Lなり，わが'玉|の統計報〈L訓整法が業務統計の作成に|割わる行政|背報

の１Ｍﾐについての報告調整を法の通１１１範|Ⅲ|外としたことから，そもそも各

行政機関がどのような行政`IiIiW1を11)ulさしているかについての突態把握その

ものを|ｲIjMliにしている。

業務統計では，統計ljl〔iii位Ii1i報の独得，さらにはそれを業務統計として

編成するかどうかも業務上の必要性に１１((らして決定される。また統計項'１

も独|=|に存在するのではなく，あくまでも各1Ｗ))iii出・'１１請書類の''１の業

務lIII=|あるいは業務処理記録の一部が給采的に統計頂'二|としてｌ脚1)される

にすぎない。そこでは，現ｲiIlill度の下では，洲杏統計のように他の統計と

の迎結利)1]のための定義や|lIjf級区分，行純分;lil(iといった統計Ji唾|(;につい

て，純粋に統計次元での基ｉ|(i化に|（ilけての訓幣の余地はほとんどない。統

計分馴や階級'五分などで共jMlHを欠くことは，例えばいくつかの共jiln変数

をマッチング・キーとして仙川することにより識別情報を持たないIllil体デ

ータを相互に統計的にマッチングを行うような場合にはそのIIill約となる。

その１Ｍi得や作成が館一義｢19に業務遂行に依ｲj:するという行政I11i報にli1il有

な作成論理は，何も'三１本だけに''１１ｲ｢なものではない。その意味では，行政

情報が本来的に有する統計へのiili)mliでのIlill約もまたWf遍的性格のものと

いえる。そのようなI11j報IIill約を持つ行政情報ではあるが，本節でもすでに



諸外|玉|における行政怖報の統計ｲll1lIの川状とわが国統計の課題８５９

紹介したように，諸外|工|では多くの|工|でその横柧iI9な統計への活用が図ら

れている。

そのような'11で，行政数値情報の統計利)'１に|側Ｉして特筆すべき先駆的事

例を提供しているのがノルウェーである。lTTll玉|では，行政情報そのものに

対して積極的調蜷を行い，イ丁政情報の形式を可能なlliしり調査における諸形

式に近接させることで，行政情報の統計へのｲT効1Ｗ|]を図るために次のよ

うな法Hill度の榊築をすでに完了している。すなわちノルウェー統計局に

は，統計法にluげられた下記の条文によって，’１１央Ｉ１ｌｉぴに地力の行政デー

タ処１１ルステムが保ｲ丁する情報の統計|=li19での他)|]椛限だけでなく，イ丁政

データ処川システムの改変についても指lil(，提案樅ｌＩｌＬが与えられている。

節３条鋪２項（行政データ処理システム）

（１）ノルウェー統計局は，｜玉|家行政機ＩｊＭぴ余|玉|の地力機関の行政データ処

理システムを，′[｢庁統計の｣if礎として利)Ⅱする椎ｌｌｌをｲ丁する。

（２）国家機'1M又は全|正|の地方機ljMが三iﾐな行政データ処理システムを設置し又

は修正するときは，あらかじめノルウェー統計局にその旨を皿知しなければ

ならない。ノルウェー統計局は，迫)｣１１｢l9l1洲を求めることができる。ノルウ

ェー統計局はまた，統計に対鬘するIuIu慮の保証として，データ処理システムの

設計力法について提案を行うことができる。

（３）｜正|]そは，(1)及び(2)の定めの実施に'11Iするさらに誹糸lllなA乢定を公布する

ことができる。

この他にもノルウェー統計局には，次のように統計'1119での行政情報の

－１同有効な利川をはかるためのそれへの,|洲１１MIL供我務を課すことのできる

権限が付与されている。すなわち，

第１条第２項

行政データ処Ⅲルステムヘのノルウェー統ril･)可のアクセスがｲ丁政'二Ｉ的で､収集

されたデータの－１W効率的な公共的ｲ||)'1となる可能性があるときは，同統計

局はlTilシステムヘのアクセス権を有する。I11j報捉供義務のもとで行政データ

処r1llシステムから提供された情報が適切な'[１.庁統計の細jlさに適したデータ・ベ

ースを供給できるとノルウェー統計局が判lWiしたときは，｜可統計局は，統計

法第２条jiij2lIIにjiLづく情報提供義務を課すことができる。

）iIl知のように，北欧諸|玉|では統計Ilill度そのものが各桃登録（レジスタ
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－）に｣i峰づく統計作成へとすでに移行しており，政１１］:統計の大半がレジス

ター・ベースで作成されている。このような統計IliIl度では，’41ずと行政情

報が主要な統計原lii位|吉報の提供源とならざるをえない。その愁味で行政

機関に統計作成に関わる統計１%(iii位,Ii1i報の提供illiiとしての全、１９協力が不

可欠であるとともに，そこで作成される行政'Ii1i報についても，統計への編

成を織り込んだ形で統一的な2Ｍ(;に従ってその作成を求めることが重要な

意味を持つ。ノルウェーがｲ｢IM11i報の統計利１１１に関して行政情報そのもの

の形態にまで１１１１ｷみ込んだ法Ilill皮を盤lilliするにﾖｉｉった背餓には，｜Till玉|におけ

る政府統計作成の機jIilllが洲Ilf統計からレジスターへとjl吸換したという事情

があるものとA1Aわれる。その池:味では，レジスター・ベースの統計Ilill度に

すでに移行を完了している他の北欧諸'五|，さらにはそれへの(U(i斜をﾘｺﾞ（めて

いるオランダなどにおいても，」TLll兜このような法制座の改工71がプログラム

にのぼるのではないかと予想される。

むすび

グローバル化，サービス化，Ｉ１１ｉ報化という時代のi1Iﾘ|流の''１で激しい競争・

を繰')広げている企業は，１Ｍ１１，｜仮売，雁)Ⅱなど経'溝に関わる様々な)司而

で多様な事業11州をｲjっている。一方，Ｉ血ｌＩｌ;やIlljl人のIiiIi動やｲ丁励について

も，伝統的なllLjlllrモデルのようなものだけでは捉えきれない多様な形態を

持つようになってきている。これらはいずれも，従来からの定型的な統計

調査だけではその尖態を-'一分|Ｍ１できない新たな現尖の腱|刑として，１０Ｍ：

の統計に対する文字ｊｍｌ)の挑戦としての性格を持つ。また，大半の数仙が

予定調ｲⅡ的に石洞上が')の動きを示していたかってのil13i度成及ｊＵｌとは異な

り，今'三lの統計指標の1助lhlは，」山城，業桃あるいは人l］を織成する様々な

セグメントについても，ｉ洲llIでしかもｌｍｉ－的ではなＷＩⅦきをするのがむし

ろ常態となっている。さらに，公｢Ｉり11ｲ･政が破)韮状態にあり，人'二|の絶対的

減少という条件下で)ｊｌｌ速度的に進展する商船化の''１で，かつてのような拡



諸外|正|における行政I11i〕IiMの統iilｲ||川の｣ilA状とわが'正|統i汁の課題８６１

人均衡による利審の訓終ではなく，縮小するパイの稚い合いにおいてどう

lⅡ（llUあるいは人'二|集lJllIIlで利害のiil,lil整を行うか，またその｜i腿拠や政莱の

効来についての説|ﾘl責{|i:とともに行政に''１１われることになる。このような

行政のiUiからも，社会絲済のnA実の1Iil)きや|俳造変化を｢ﾙｲilll1に読み取ること

のできる多様でしかも,ＭＴの高いデータへの需要は今後ますます必嬰とさ

れるものと'8Aわれる。

他方で，統計の作成，提供i｢Iiの:IiM状並びに将来兇通しはどうかといえ

ば，わが'正|でも諸外|玉|の例にM1;れず，統計の訓杏Bilj党は急速に恕化してお

り，しかＭ｣f年11:代ほど統計に対して無関心で訓杏に対して」Ｍ１力(Iﾘであ

る。調査尖施者Ｉｌｌｌｌでの様々な政策努ﾉﾉにもかかわらず，訂舳環境の悪化は

一賀して不可逆的な過松として進行している。さらに，｜玉|家財政が遜迫す

る'１１，訓ｲr実施に振り|hlけることのできる１１ｲilliiについても，今後さらなる

i』illliiIiの要講こそあれ，そのIYiみ増しなどは敦むく〈もない。

そのような111でll1在iLii'二1されているのが，統計訓杏によらず行政機関に

よる業務遂ｲｱの過腿で１Ｍ冬，作成された行政情報の統計へのii｢ｉ１ｌｌである。

すでに本文でもみたように，これについては，すでに欧米では多くの|正|で

その統計化のための法IIill度の終Ｉ１ＩＩｉが完了している。行政情報の活用も含め

た広範な,Ii1j報の源)iLに』ｉｆづく政府統計の作成については，｜工|迎が1994ｲ|えに

採択した「官庁統計のルＭ(１１１１」の''１でも，「統計を作成するためのデー

タは，統計調査又は行政記録などすべての柿如のデータ１%(から入手しう

る。統計機関は，ＩＭＩ，適時Iyl:，ⅧⅡ及びfl胆の側ﾉﾑ(からデータilliiを選定

しなければならない」（)ﾙ(!!|INC､5）とiilmわれている。国迎が政府統i汁の作

成に関して，その'li1j報のiliUkについてこのような1%(ullをIlill定したのも，実

は調査環｣党も含めた深刻化する統計の作成環境の''１でいかに必要な統計デ

ータを碓保するかという祝ﾉA(に立ち，基本(１０に統計洲杏に依拠した統計作

成システムからのある愁味で､のⅢ|りし逆修正で､あると読むことができる。｜吐界

の統計の主な潮流は，行政情報をｲｲ効な洲ｲ|;的統計資汕l(として再評I1lliする

ことで，統計作成のjIillI)llLを統計調布から行政|青報へとその範ｌｊ１Ｉを拡張しつ
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つある。

この点に関するわが国の実情はどうで､あろうか。

すでに第２節でも見たように，統計瀞議会の「1985｛|ﾐ梓１１１」では，統計

訓在に対壜する'五|氏州11を増やすことなく|背報１１１:のｲM1保を図るために，統計

調査データの行庁'１１Ⅲ'11ｲll1ll，データ・リンケージ等の|荊発のための有庁

間協力体Ilillのｲｲ雌，業務統計の積極的Iiili1l)が11Ｗ)込まれている。またlliiiIi調

の最終稗['１，それにJiLづく行政i7ii素化に係る|Ｈ１識決定という時代の瓜の１１１

で取Ｉ)まとめられたｉ1995年群ｌｌ１ｊは，報告負１１脳ilIili兼として，行政記録

のii肌]による統計`Ｉｉ１ｉ報１Ｍ§のlIl1Ilill，ｌ］:集団史新調森のWi素化のための行政

記録のiiIi1l1，「企業･事業所フレームの導入」等を掲げている。さらに，

2004年に各府行統計主管部局長等会議の111合せの形でまとめられた「新展

開」も，行政記録の活)|)，訓捌ｌＥｌ票の府省'1Ⅱ共ｲ1｢化について，かなり具体

的な内容にまで､lMfみ込んだ提言となっている。このように，過去20年余り

に亘って，報告１１批隆減策として調査データの竹庁Illl共ｲ丁化や行政情報の

iTIi)11がMiL言されてきた。

このことは，逆に言えば，こういった一連の捉言にもかかわらず，そこ

に盛り込まれた諸政策がりU実の政iiLi，行政過腿の111でこれまでｲiilら笑1Mき

れていないことを物語っている。この点で2011止紀の終盤に法Ilill度を朴|次い

で整Iilliすることで行政情報の統計へのｉｉ１ｉ１ⅡシステムのWﾎﾟ築をすでに完了し

た海外の諸|玉|とわが|玉|におけるこの課題への対1芯を決定的に区別したのは

－体どのような21Ｔ１Ｉｉｆによるものなのであろうか。

近代'三1ﾉⅣ)成立以米，行政機|列は'二|らの必要に応じて統計Ili(jii位情報や

行政情報を収集し，それから得られる１Ｍ状認識に」iLづいて各秘の行政施策

を立案し，執行してきた。これについては統計報+\訓幣法のiIill定経過が雄

弁に物語っているように，行政機関による,ｌｉ１ｉ報収集とその仙)1]についての

柿'又'は，占領il(統iifl下で進められた各種の民主化政策の災施によっても揺

らぐことなく一貸して維持されてきた。各行政機関が必要な情報を［1己の

仙)Ⅱ|=|的のために収集し，政策立案しそれを執行し，行政評I1lliを行うとい



論外'五1におけるイ｢政情報の統計ｲ'１１ⅡのりA状とわが|玉|統計の課題８６３

う行政過職は，他の政１１］:機関も含め外部からは不Tilfllでしかも不可侵のも

のとして在り続けてきた。それを情報のiimで１１１保する前捉条件として，保

ｲT情報は鋪一義(〃に当該機関によって事実_上占イ『されてきた。そこでは，

ｲl1ljl々の行政機関が保灯する各椰の椛縦が，IMUlIll業務法規や組織設置規定と

いった法体系に雄づいて榊築され，事笑止,!iｲ丁する行政情報が内堀，また

統計が外川11として，情報mでのその防御役fIillを来たしてきた。

統計審議会等による提言内容についても，Mllj存の行政組織の枠組みを前

提する限り，その具体化にあたっては，あくまでMbil〒'''1の折衝による合

意形成という政i台プロセスを経ることが条'|:とされる。周知のように，わ

が国の統計行政の根拠法側ilである統計法と統計報flf調整法については，そ

のllill筵以来20111|近い法改][が行われてきた。しかしその大半は他の法改正

に連動したもの，あるいは行政機榊改]!｢〔に伴うIliIl度改革を受けて実施され

たものであり，椅庁Ｉｌｌの折衝の枠lillみそのものを超越するような法Ilill度の

改定は，その制定以来一度も行われてこなかった。

そのような中で特に70年代以降のわがＩⅡ|の統計には，いわば三位一体的

秩序が成立しているように,Ｗつれる。その椛成要|人|をなすのは，第１に縦

割り分散型のわがｌＥｌの行政並びに統計IIill度の下で，行政による情報,Ｍ1-志

向が，統計調査の結果についても，その行政機関机互の共打意識を希薄に

していることである。雛2の要|人|は，政府統計機関の任務はｲiJよ'）もまず

｢真実性」の保証されたﾄﾞi1i度の商い統計データの作成にあり，統計法節7条

により事iiilに承認ざれ公示された所定の集計計Ⅲiに従った統計の作成，公

表によってその任務は事実上完結するとの認識がこれまで支配的であった

点て､ある。そこには，膨大な総Y班と報告負１１１をかけて統i汁調杢によって収

集した統計原１Ｍ':情報について，所定の集計表の作成という第一次利川だ

けでなく，二次利)'１も含めたli1i報の岐大lliWT効iili)Ⅱをはかるという観点

が，わが'五|のこれまでの統計行政では樋めて希薄であった。そして鋪3の

要|人|が，尖は行政機関による_|:記のI11i報政莱の共julDの根拠となっているも

のでもあるが，イ'61人（{|ljl体）,ｌｉＩｉ報に関わるプライバシーあるいは秘密保護
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へのW1UlMiiという視点である。一部の原〕]'1三ii義的主張も含めこれまで広範に

展開されてきたプライバシー保謎運動のある意味での意図せざる帰結とし

て，行政機関Il1Iでの|青報,Li有主義さらには統計の訓ｲf環境悪化の潜在的脅

威を可能な限')取り除くという１丁政運営力針の下で，収集された統計原iii

位'情報についての極めて限定的な使川ｌｌ１ｌ(行を理念面で支えるという役割も

演じてきた。逆に言えば，「プライバシーの保護」という民主主義の根幹

をなる社会的通念の`iL2iの下に，これまで国民は，行政によって収集された

情報の鹸大限活１１]による現実に関する豊寓な認識を独得する機会を奪われ

ていたのである。それはまた，行政活動についての透明性（transpar‐

ency)，説lﾘEl責任（accountability)，そして客観的な外部評il1iという要請

に自ら道を閉ざすものでもあった。

「経済1吋政運営と柵造改111(にljMする基本方針」（20046.4閣議決定）を受

けて内'3|府に設置された経済財政諮1111会議は，経済社会統計整ｲilli推進委員

会を立ち上げ，わが国の統計がりl在抱える諸'１１]題についての多ｍ的な検討

を行ってきた。｜司委員会が2005ｲ1ｉ６)11011に提出した答申『政府統計の枇

造改革にlhIけて」はその｢１１で，わが国におけるこれまでの政府統計に対.す

る基本認識を180度転換させ，政府統計がそれを直接利川している政策担

当者やｲﾘ|:究者，事業者だけではなく，社会の基盤となる情報であり，すべ

ての|玉|氏にとっての共有!吋瀧であ')，民主的な社会における情報システム

にとって不可欠の要素とする|玉|速の官庁統計の基本ｌｊｉ(11'１（川ＵＮＯ.l）を

援用しつつ，政府が作成する統計を，「本来''１Fi広い|=|的に提供されること

を意図した｢公共財｣としての性格を持つべきであり，政府にはそれを供給

する役割がある」〔(20）８頁〕としている。そしてこのような統計に対･す

る新たな1111念規定の下に法Ilill度の抜本的見直しを行う必要があることを提

言している。

圧|連による「官庁統計の基zMi(11'１」を俟つまでもなく，政府統計のこの

ような「公共財」的性格規定については，すでにI吐界の文字通りグローバ

ル・スタンダードとなっており，各|玉1ではそれを基底に柵えた新たな行政
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と情報の関係がすでにiIill度として榊築されている。そのような｢１１で獅外の

主要国では，統計訓炎並びに行政情報に関わる秘密保護に＋全な法的保護

}'１｢世を講じつつ，行政情報の統計への横極的iili用，さらには省庁１１|]での｛lE1

体ベースでの統計情報の統i汁|=|的での共有化や各碗情報の辿結など多くの

意欲的な取り組みが行われている。それによって，従来型の統計調杏だけ

では提供しえなかった新たな統計情報が作成され，行政あるいは学術研究

[|的で広範にiiIi111されている。

｜工|家予算の文'１１という11ｲ政iriiでのiilLlさらには報告に伴うｉｉ担といった

二１１１の意味での|玉１尺の負担の下に収集された統計情報や行政情報は，決し

て行政機関が占有すべき情報資源ではなく，秘密保護と両立を図')つつ政

府も含めた広く|工|氏各層によってできる限り広範かつ有効に利活川される

べきである。ちなみに，欧州統計委只会（Eurostat）の責務を規定した

ＥＵ現ⅡⅢ（EC）322/97第11条）はこの点について，「Eurostatは，共同体

の政策の実施，臨祝，評Illliのために，共同体の組織，力111WⅡ玉川織，社会経

済組織，学界，一般Ｔｌj｢民に対して「共同体統計」を提供する責務を持つ」

とljil定している。その意味では絲済社会統計軽ｲiMi推進委員会が統計改i1rの

前提としている統計についての基本認識は，すでに諸外国で常識化してい

る現実をin認しただけに過ぎない。とはいえこのような視点は，わが国の

行政機関とそれが半ば,Li有的に管理してきた情報についての１世紀以上に

わたって堅持きれてきた伝統的なパラダイムの転換を求めるものである。

このような観点に立ってわが国でｲ丁政情報の統計への仙１１]システムの構

築を展望した場合，そのIlill度が機能する－１２での根拠規定を与える法体系の

蕊ｲｉＩｌｉに関わる課題としては，差し当たり次のようなことが考えられよう。

館１に，一方では統計に関わる秘辮保謹の立場から統計|=|的で収集され

た統計原iii位情報の行政'三|的での仙）l]をきっぱりと排|余しつつ，他力で行

政情報の統計Ｆ１的での使川に道筋をつける一連の条文の繁ｲｉｌＩｉが不可欠であ

る。

鏑２に，行政数｛in情報の統計へのiiliJI1とは異なる次元で，統計作成のた
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めのインフラとして，ｌ歌集|ＴＩフレームあるいはデータ同二上を連結するため

のマッチング゛キーの轆Iilli，更新がある。より粘度の高いインフラの整Iilli

のためには，そこでは企業等の名称や所在地といった非数値情報について

も，その有効hIi1llについての情報授受に関わる法悠Iilliが必要である。

第３に，このようなマッチング．キー等によるＪ１L枕の情報の迎結による

新たな統計の作成にあたっては，そのような形での統計'二|的での情報仙１１］

に対.する国民のコンセンサスを得る必要がある。これについては，連結を

計画している変数名の公表，連結によって得られる統計上の意義などにつ

いての公lIilj会Ｉ)llllliあるいはこの極の情報の『官報」公示といったような慨

置も必要であろう。

さらに，ノルウェーではすでに実現していることではあるが，将来的課

題として，行政Ｉ１ｌｉ報のよ')イj効な活)11を図るために行政|青報あり方に対.す

る統計のｉｌｌＵからの訓終､iでの積極的働きかけの仕糺|みの榊築に向けての取

り組みをＭＩＩ姉する必要がある。

これらの諸課題は，どのひとつをとってもこれまでの法改正や制度改革

がそうであったような桁庁'１１１の折衝レベルではｶｷﾞ決できないわが国の行政

の在り力の根幹部分についての根本的な発想の転換なしには達成し得ない

性格のものである。その意味で，行政情報の統計利ｌｌ１の実現には，これま

での改'1[とは全く次元を異にする基底的インフラ繁ｲilliのための法Ilill度の整

備が不可欠である。諦外|正|におけるｌｌＹｌ)組みと同様にわが'正|の統計が２１世

紀型の新たな統計の在り方に歩み１１}すだすために，統計インフラ終IilliにliLi1

けての何らかの'ﾘ|ｲilIi;な道筋をつけることが，肌ｲｉｉまさに求められているよ

うに思われる。

《注》

（１）平成Ｍｉ７)1に総務)j:統計局統計基準部が（１１ｲ）統計ｲi)i究会に委託実)ＩｉＩｌ

した「統計訓在報告等の記入に関する実態訓杏」によれば，資本金１００億

｜ﾘ以-12の大企業の1Ｍ％では，年'''１に300票を超える訓杏票を受Ｉｌｌｌしてい

る〔(15)125頁〕。



i諸外ＩＦ|における１Ｍ〔↑i1i報の統計ｲ'１１１１の川状とわが'五|統計のiillL題８６７

（２）「統計調介報flf等の記入にＩ)しＩする実態調ｲf」によれば，訓ｲ刊〔'二|の企て

を手元に仰ｲ｢する資料によって記入できるとする企業（本社）のilfll今は，

訓杏の桃類Mllに，｝H定統計洲１１［（22.6％)，ノk認統計調在（15.4％)，）iilllI

統計訂Ｗｆ（18.3％）にW{まI)，大半の訓在ＺＭｉが，訓在へのlnl杵のために

数値を新川に作成したり支社等への'''１い合わせを必要とする〔(15）126

頁〕。

（３）「統計iiWf報告等の記入に'1Mする実態訓在」によれば，平成511i度１年

｜|}lに'五|･地ﾌﾞﾉ公共卜１１体から信ｊＩｉｎされた統計訓介で，100架以-ｔについて|Ⅱ|答

を求められた企業は余休の1/4に達している。その割合は企業規模が入き

いほど商〈，資本金100億|】1以上の企業では34％に達している〔(l())３８

頁〕。また，lul巻企業では，７ｉｌｉＩＩ以｣Lの訓州こ対して「fllll」であると感

じており，「調杏の|ﾉﾘ容が詳しすぎ」「訓杏の刎史が多い］といったことを

その主たるＭＩ１として挙げている。また，記入が乎兀資料だけでは完粘し

ないことも報告に対･するfltll感を大きくしている。なお，企業･ZlT業所に

とって，行政報告，ｌＧｌｌＩｌ調査を含めた企報(!f件数にI1iめる政府・地方公共

団体の統計訓杏の割合は，約1/3である〔(15)38-39瓦〕。

（４）［|本)>1:業lill,議会では，統計報fIf調整法案の|玉|会提Ｉｌｌを一応は歓迎しつつ

も，その週)'１が「統計報｛17」のみにl1MZされたことに「失望の感を禁じえ

ない」として，法の通)Ililitj囮の拡大や適川除外となる報〈Ifの法律条文への

Ｉﾘ|記といった修正提案を行っている。また提案に際しての法案の逐条説Iﾘｌ

に立った芙波部亮吉は，同法案が「1942年jMl報告法」のようにltllIIの報

告fl担のj隆減と併せ･て事務の能率化を法のⅢ｢|Oとして調うには法案の|ﾉﾘ容

が苦しく不I1Iliであるという委1:（会説'ﾘlを行うとともに，本来的には統計報

告だけでなく一般行政報〈ｌｆもまた法の適川iiiiiljll含めるべきとの立場を示し

ている。委員会辮議も法の適川範lllIを'''心に雁|)'１されたが，杵弁にたった

大内兵術は，「訓耀機'11における人員のIlill約，審奔技術，さらには瀞在に

関する知識の面でのjW111iが蕊わない下で対象範|〃|を一般報f1fまで拡りl<する

ことはかえって事務能率をlllI轡しかねない」としまたjI1lu)|)対象を統計報

告に|ｌ(定した111Ｍ１の説'ﾘ|を求められた美濃1Hillは，「我々の持っている人li，

能ﾌﾞﾉその他を勘案して，先ず統計jliliflfだけにlU(ってﾀｲiめて，そうしてそれ

から１１}発してｌｌｌｉｉ次にI1jlllれて来るに従って拡りI〔する」として将来の一般Wi告

への適川拡張への含みを残している。なお，「統計報告訓整法」の成立絲

緯についての詳細は，〔森(13)〕弟７刺H節を参11((されたい。

（５）平成13年の事業所･企業統計調在と法人企業統計調在での把握企業数の

業櫛別内訳は次の通りである。これから，税務記録に登録された企業ﾆｲ'１抑
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に基づく法人企業統計訓杏の方が，事業所･企業統計調査に比べてかなり

把握度が高く，またiilii判のあいだのギャップは，業櫛によってもかなりの

差があることがわかる。

表４事業所･企業統計調査と法人企業統計調査の産業別把握企業数の比較
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